
市
道
後
に
あ
る
セ
キ
美
術
館
で
二
〇
〇
六
年
に
開
催
さ
れ
た
展
覧
会 

『
江
戸
・
明
治
の
絵
師
た

ち
と
正
岡
子
規
』
の
図
録
（
註
4
）
で
は
そ
の
成
果
を
盛
り
込
ん
で
冠
岳
の
生
没
年
を
確
定
し
た

略
歴
を
執
筆
し
得
た
し
、
ま
た
、
前
述
の 

『
つ
な
が
る
／
つ
な
げ
る　

愛
媛
ゆ
か
り
の
芸
術
家

た
ち
』
の
図
録
に
も
略
歴
を
書
い
た
。
し
か
る
に
何
れ
も
短
い
文
で
あ
り
、
個
々
の
事
項
に
関

し
て
根
拠
と
し
た
史
料
を
明
記
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
在
ま
で
に
確
認
し
、
あ
る
い
は
発
見
し
得
た
冠
岳
に
つ
い
て
の
史
料

を
列
挙
し
て
、
経
歴
上
の
個
々
の
事
項
が
何
に
よ
っ
て
判
明
す
る
の
か
を
論
じ
、
な
る
べ
く
正

確
な
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
総
合
し
た
経
歴
を
書
い
て
み
た
い
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
冠
岳
の
落
款
の
様
式
の
変
遷
に
関
し
て
も
一
つ
の
仮
説
を
提
起
し
よ
う
。

書
画
家
の
研
究
に
落
款
印
章
の
検
討
は
欠
か
せ
な
い
が
、
従
来
は
材
料
の
不
足
か
ら
充
分
に
論

じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
年
記
を
伴
う
落
款
を
見
る
に
、
そ
の
様
式
の
変
遷

に
は
殆
ど
矛
盾
が
な
く
、
し
か
も
、
そ
こ
に
お
け
る
目
立
っ
た
変
化
は
経
歴
上
の
変
化
と
も
相

関
し
て
い
る
と
見
え
る
。
史
料
と
落
款
と
を
同
時
に
論
ず
る
所
以
で
あ
る
。

二　

太
政
官
公
文
録
神
戸
藩
之
部

　

最
初
に
、
冠
岳
の
生
没
年
や
出
身
地
に
関
す
る
史
料
を
二
つ
挙
げ
た
い
。

　

一
つ
は
結
城
素
明
の
名
著 

『
東
京
美
術
家
墓
所
誌
』 

に
他
な
ら
な
い
（
註
5
）。
同
書
は
本
郷
区

の 

「
駒
込
蓬
莱
町
一
七
」 

の
大
林
寺 

（
曹
洞
宗
） 

に
冠
岳
の
墓
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
、 「
明
治

九
年
七
月
二
十
五
日
」 
に
六
十
歳
で
逝
去
し
た
こ
と
、
戒
名
が 「
天
眞
院
冠
岳
清
雪
居
士
」 

で
あ

一　

問
題
の
所
在

　

江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
江
戸
東
京
を
拠
点
に
活
動
し
た
今
治
出
身
の
画

家
、
沖
冠
岳
は
、
南
宗
画
家
で
は
な
い
が
、
文
人
画
家
で
は
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
彼
の
活
動
の
場
か
ら
は
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
東
京
の
浅
草
寺
に
奉
納
さ
れ
た

大
絵
馬 《
四
睡
》 

を
見
れ
ば
、
奇
想
の
画
家
の
よ
う
な
側
面
も
あ
っ
た
か
と
見
え
る
。

　

彼
の
芸
術
に
つ
い
て
は
近
年
、
愛
媛
県
美
術
館
で
二
〇
〇
七
年
に
開
催
し
た
小
企
画
展 

「
生

誕
百
九
十
年　

沖
冠
岳
」 

で
作
品
十
五
点
を
展
示
し
（
註
1
）、
二
〇
一
〇
年
の
企
画
展 

「
つ
な
が

る
／
つ
な
げ
る　

愛
媛
ゆ
か
り
の
芸
術
家
た
ち
」 

で
も
十
四
点
を
展
示
し
て
（
註
2
）、
そ
の
画
技

と
奇
想
の
一
端
だ
け
は
示
し
得
た
。
後
者
で
は
図
録
を
作
成
し
て
全
作
品
の
図
版
を
、
小
さ
い

な
が
ら
も
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
註
3
）。

　

し
か
る
に
、
こ
の
画
家
の
経
歴
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
段
階
で
は
、
一
つ
の
流
れ
に
お
い

て
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
状
態
に
あ
っ
た
。
流
れ
を
な
し
得
る
だ
け
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
か
ら
だ
が
、
そ
う
し
た
情
報
の
不
足
の
原
因
の
一
つ
は
、
彼
の
居
場
所
が
幾
度
か
大

き
く
変
化
し
た
こ
と
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
京
で
学
び
、
江
戸
で
活
動
し
た
が
、
し

か
も
一
時
期
は
、
今
治
藩
で
も
な
け
れ
ば
他
の
伊
予
諸
藩
で
も
な
い
藩
に
仕
官
し
て
い
た
。
結

果
、
そ
の
活
動
に
つ
い
て
の
情
報
が
地
元
に
も
充
分
に
は
伝
わ
り
に
く
か
っ
た
事
情
は
あ
っ
た

ろ
う
。
な
に
し
ろ
生
没
年
も
享
年
も
確
定
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

　

幸
い
、
近
年
は
本
稿
執
筆
者
等
の
調
査
に
よ
っ
て
冠
岳
の
享
年
や
生
年
等
、
幾
つ
か
重
要
な

事
実
を
発
見
す
る
こ
と
を
得
て
、
幾
ら
か
は
彼
の
経
歴
の
流
れ
が
見
え
て
き
た
。
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史
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岡　
　

秀　
　

一



る
こ
と
を
記
し
、 「
土
佐
の
人
、
狩
野
家
の
畫
法
を
能
く
し
、
江
戸
に
住
す
、
淺
草
顴
音
堂
奉
納

の
豐
干
禪
師
の
額
を
畫
く
、
現
在
墓
石
の
有
無
不
明
、
或
は
無
縁
塔
中
に
合
祀
せ
る
も
の
か
。」 

と
書
い
て
い
る
。
こ
の
享
年
は
数
え
年
で
数
え
ら
れ
た
に
相
違
な
い
か
ら
、
没
年
が
明
治
九
年 

（
一
八
七
六
） 
七
月
二
十
五
日
で
あ
る
以
上
、
生
年
は
文
化
十
四
年 

（
一
八
一
七
） 

で
あ
る
に
相

違
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
冠
岳
を
土
佐
の
人
と
説
明
す
る
言
説
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
美
術

人
名
事
典
の
類
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
事
実
で
は
な
い
。

　

冠
岳
が
土
佐
の
人
で
は
な
く
伊
予
の
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
得
る
史
料
と
し
て
、
太
政
官

の 

『
公
文
録
神
戸
藩
之
部
』 
の
七
十
九
頁
に
収
録
さ
れ
る
文
書 

「
今
治
藩
士
族
沖
冠
岳
外
一
名

雇
置
候
処
本
人
依
願
歸
藩
引
渡
届
」（
註
6
）
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
辛
未
二
月
廿
九
日
」 

に
伊
勢
国
の
神
戸
藩
か
ら 

「
辨
官
」 
へ
届
け
出
た
文
書
で
、「
生
國
伊
豫　

元
今
治
藩
士
族　

神

戸
藩　

沖
冠
岳　

未
五
拾
五
歳　

同
人
倅　

沖
祐　

未
二
拾
一
歳　

右
之
者　

安
政
二
卯
年
三

月　

當
藩
ヘ
雇
置
候
処　

當
人
依
願　

双
方
熟
談
之
上　

證
書
爲
取
替　

今
治
藩
ヘ
引
渡
申
候

此
段
御
届
申
上
候　

以
上
」 

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
公
文
書
か
ら
は
、
冠
岳
が
伊
予
国
の
生
ま
れ
で
、
も
と
も
と
今
治
の
人
だ
っ
た
こ
と
、

安
政
二
年 

（
一
八
五
五
） 

三
月
に
伊
勢
国
神
戸
藩
に
仕
官
し
た
が
、
明
治
四
年 

（
一
八
七
一
） 

辛

未
五
十
五
歳
の
二
月
、
当
人
の
願
い
に
よ
り
今
治
藩
へ 

「
士
族
」 

と
し
て
帰
藩
し
た
こ
と
等
が

判
る
。
年
齢
は
結
城
素
明
の 『
東
京
美
術
家
墓
所
誌
』 

の
記
述
と
全
く
矛
盾
し
な
い
。

　

ち
な
み
に
、 「
同
人
倅　

沖
祐　

未
二
拾
一
歳
」 

と
あ
る
の
は
、
幕
末
以
降
に
江
戸
東
京
で
漢

学
者
と
し
て
多
く
の
書
物
を
著
し
、
や
が
て
近
代
の
横
浜
で
初
等
教
育
に
尽
力
す
る
こ
と
に

な
っ
た
冠
嶺
こ
と
沖
脩 

（
ま
た
は
沖
修
、
沖
正
脩
） 

に
他
な
ら
な
い
。
冠
岳
子
孫
の
沖
氏
に
よ

れ
ば
冠
嶺
は
嘉
永
四
年 （
一
八
五
一
） 

十
月
一
日
の
生
で
あ
り
、
年
齢
も
一
致
す
る
。

　

伊
予
国
の
生
ま
れ
で 

「
元
今
治
藩
士
族
」 

で
あ
る
な
ら
、
今
治
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
考
え
る

の
が
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
今
治
の
風
早
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
の

伝
承
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
（
註
7
）、
冠
岳
の
生
ま
れ
た
家
は
、
今
治
藩
士
で
は

な
い
に
せ
よ
、
同
地
で
檜
物
屋
を
営
ん
だ
御
用
商
人
の
中
川
家
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る（
註

8
）。
冠
岳
の
姓
が
も
と
も
と
中
川
で
、
冠
岳
自
身
が
そ
れ
を 

「
中
」 

と 

「
川
」（
水
） 

を
一
つ
に

し
た 

「
沖
」 

へ
改
め
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
子
孫
の
沖
家
一
族
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
子
孫
の
沖
氏
に
よ
る
と
沖
家
に
は
冠
岳
の
父
の
中
川
正
晴
が
松
山
で
医
師
を
し
て
い
た

事
実
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
そ
う
な
る
と
冠
岳
が
幼
少
期
を
今
治
だ
け
で
は
な
く

松
山
で
も
過
ご
し
た
可
能
性
、
あ
る
い
は
松
山
で
生
ま
れ
た
可
能
性
も
出
て
く
る
。
何
れ
に
せ

よ
、
中
川
家
は
商
売
の
み
な
ら
ず
文
雅
に
も
秀
で
た
家
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

伊
勢
国
神
戸
藩
の
当
時
の
藩
主
は
第
六
代
の
本
多
忠
寛
。
安
政
四
年
に
は
隠
居
し
、
養
子
の

本
多
忠
貫
に
家
督
を
継
が
せ
た
。
神
戸
藩
主
の
本
多
家
は
石
高
こ
そ
一
万
五
千
石
で
も
、
譜
代

で
あ
る
か
ら
単
な
る
小
藩
で
は
な
い
。

　

祖
の
本
多
忠
恒
は
近
江
国
膳
所
藩
か
ら
分
家
と
し
て
立
て
ら
れ
た
河
内
国
西
代
藩
主
だ
っ
た

が
、
次
の
本
多
忠
統
は
荻
生
徂
徠
の
高
弟
で
、
朝
廷
か
ら
も
厚
く
信
頼
さ
れ
、
学
識
と
人
脈
に

よ
っ
て
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
享
保
改
革
を
推
進
し
た
官
僚
で
あ
り
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
神
戸

藩
主 

（
初
代
） 

へ
引
き
立
て
ら
れ
、
吉
宗
の
隠
居
時
に
は
一
万
石
か
ら
一
万
五
千
石
へ
加
増
さ

れ
て
城
持
大
名
に
昇
格
し
た
。
以
後
も
本
多
家
は
代
々
江
戸
城
各
門
の
御
門
番
や
日
光
祭
礼
奉

行
代
、
大
坂
加
番
代
等
を
つ
と
め
た
。
位
階
は
代
々
基
本
的
に
従
五
位
下
で
、
官
職
は
伊
予
守

に
叙
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
註
9
）。
本
多
忠
寛
も
伊
予
守
だ
っ
た
の
で
、
一
般
に
は
本

多
伊
予
守 （
伊
与
守
） 

と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

冠
岳
が
伊
勢
国
神
戸
藩
の
本
多
家
に
仕
官
し
た
事
情
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
現
時
点
に
お

い
て
は
未
調
査
で
あ
る
が
、
や
は
り
画
家
と
し
て
の
力
量
や
文
人
と
し
て
の
識
見
を
買
わ
れ
て

画
師
と
し
て
雇
わ
れ
た
と
考
え
て
お
く
の
が
自
然
だ
ろ
う
か
。
本
多
家
の
歴
代
藩
主
は
徂
徠
学

や
朱
子
学
を
重
ん
じ
た
文
人
大
名
だ
っ
た
か
ら
、
狩
野
派
の
画
工
よ
り
も
文
苑
の
画
家
を
愛
し

た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

　

冠
岳
と
神
戸
藩
本
多
家
と
の
縁
を
考
え
る
上
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
本
多
忠
統
か
ら
数
え

て
第
五
代
に
あ
た
る
本
多
忠
升
の
用
い
た
雅
号
の
中
に 

「
冠
岳
」 

が
あ
る
こ
と
だ
。
古
賀
精
里

に
朱
子
学
を
学
び
、
藩
校 

「
教
倫
堂
」 

を
開
設
し
た
本
多
忠
升
は
、
天
保
十
一
年 

（
一
八
四
〇
） 

五
十
歳
の
九
月
二
十
日
に
隠
居
し
て
同
月
二
十
三
日
に
江
戸
の
高
輪
の
下
屋
敷
へ
移
居
し
、
安

政
六
年 

（
一
八
五
九
） 
八
月
二
十
二
日
に
六
十
九
歳
で
逝
去
し
た
（
註
10
）。
画
家
の 

「
冠
岳
」 

が
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本
多
家
に
仕
官
し
た
と
き 

「
冠
岳
」 

本
多
忠
升
は
存
命
だ
っ
た
。
こ
の 

「
冠
岳
」 

と
い
う
号
の
一

致
が
何
ら
か
の
縁
に
な
っ
た
可
能
性
を
、
考
え
て
み
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
時
期
の
冠
岳
に
と
っ
て
仕
官
し
て
で
も
安
定
し
た
収
入
を
得
る
必
要
が
生

じ
て
い
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
嘉
永
四
年
に
長
男
の
冠
嶺
が
生
ま
れ
た
か
ら
だ
。
神

戸
藩
士
の
家
禄
は
他
の
藩
に
比
較
し
て
低
か
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
妻
と
子
の
生
活
を
守
る

た
め
本
多
家
に
仕
官
し
た
彼
は
、
貧
し
い
な
が
ら
も
武
士
の
身
分
を
獲
得
し
た
か
ら
、
今
治
へ

移
籍
し
た
と
き
に
は
今
治
藩
士
族
に
な
っ
た
の
だ
。

　

以
上
二
件
の
史
料
か
ら
判
る
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
冠
岳
は
文
化
十
四
年 

（
一
八
一
七
） 

に

伊
予
国
で
生
ま
れ
、
安
政
二
年 

（
一
八
五
五
） 

三
十
九
歳
の
三
月
に
伊
勢
国
神
戸
藩
の
本
多
家

に
仕
官
し
た
が
、
明
治
四
年 

（
一
八
七
一
） 
五
十
五
歳
の
と
き
今
治
藩
へ
士
族
と
し
て
帰
藩
し
、

明
治
九
年 （
一
八
七
六
） 

七
月
二
十
五
日
に
六
十
歳
で
逝
去
し
た
こ
と
に
な
る
。

三　

畑
銀
雞
の
書
畫
薈
粹

　

次
に
、
冠
岳
の
略
歴
に
関
す
る
当
時
の
最
も
総
合
的
に
よ
く
ま
と
ま
っ
た
史
料
と
し
て
、
安

政
六
年 

（
一
八
五
九
） 

刊
の
畑
銀
雞
の
著 

『
書
畫
薈
粹
』 

第
二
編
の
地 
（
第
二
冊
） 

に
お
け
る
冠

岳
の
記
事
を
見
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
（
註
11
）。

　

そ
こ
に
は
、
冠
岳
の
鶴
と
葦
の
画
に
基
づ
く
版
画
を
載
せ
て
、
そ
の
右
横
の
欄
に 「
画
」、 「
名

庸　

号　

天
真
堂　

又　

蠖
堂　

玉
葊　

高
輪
庚
申
横
丁　

沖
冠
翠
」 

と
記
し
、
版
画
の
上
の

欄
に
は 

「
伊
与
ノ
人　

京
都
岸
家
ノ
門
ニ
入
テ
画
ヲ
ヨ
ク
ス　

故
ニ
其
名
四
方
ニ
轟
ク　

初
号

ヲ
冠
岳
ト
云
シ
ガ
故
有
テ
冠
翠
ト
改
ム　

先
生
酔
ニ
乗
シ
テ
葦
ヲ
下
ス
ト
キ
ハ
氣
韻
尤
高
シ　

往
々
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
」 

と
記
し
て
い
る
。

　

著
者
の
畑
銀
雞 

（
平
亭
銀
雞
） 

は
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
文
人
で
、
同
時
代
の
文
人
た

ち
に
つ
い
て
貴
重
な
名
鑑
等
を
何
冊
か
遺
し
た
。

　

こ
の 

『
書
畫
薈
粹
』 

の
刊
行
の
と
き
冠
岳
は
四
十
三
歳
で
あ
り
、
こ
れ
に
記
さ
れ
て
い
る
の

は
そ
の
時
点
の
略
歴
で
し
か
な
い
が
、
極
め
て
確
実
な
記
録
で
あ
る
と
見
做
し
て
よ
い
。

　

こ
の
史
料
に
あ
る
通
り
、
冠
岳
は
名
を 

「
庸
」 

と
い
い
、
初
め 

「
冠
岳
」 

の
号
を
用
い
た
が
、

こ
の
時
点
ま
で
に
は 

「
冠
翠
」 

へ
号
を
改
め
て
い
た
。
そ
し
て
別
号
に 

「
天
真
堂
」、 「
蠖
堂
」、 

「
玉
葊
」が
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
点
の
住
所
が 

「
高
輪
庚
申
横
丁
」 

だ
っ
た
こ
と
も
判
る
。
高
輪
に
は
伊
勢
国
神
戸
藩

の
本
多
家
の
下
屋
敷
が
あ
っ
た
。
古
地
図
を
眺
め
る
に
、
屋
敷
の
西
南
は
東
禅
寺
に
接
し
て
い

た
が
、
他
は
町
家
の
区
域
や
道
路
に
接
し
て
い
て
、
北
側
の
町
家
か
ら
道
を
隔
て
た
地
点
に
庚

申
堂
が
あ
り
、
庚
申
堂
の
東
側
に
も
町
家
の
小
さ
な
区
域
が
あ
っ
た
（
註
12
）。
も
し
庚
申
堂
に
接

す
る
町
家
の
区
域
が
本
多
家
に
よ
っ
て
買
い
上
げ
ら
れ
て
下
屋
敷
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
、

藩
士
の
長
屋
に
な
っ
て
い
た
な
ら
、
冠
岳
の
住
所
も
そ
こ
に
位
置
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
冠
岳
が
伊
予
か
ら
京
へ
出
て
岸
家
に
画
を
学
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
点
だ
。

冠
岳
の
師
に
関
す
る
こ
の
事
実
は
、
少
な
く
と
も
現
在
ま
で
に
見
出
さ
れ
た
史
料
群
の
中
で
は

唯
一
こ
の
史
料
の
み
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
愛
媛
県
美
術
館
編 

『
つ
な
が
る
／
つ
な

げ
る　

愛
媛
ゆ
か
り
の
芸
術
家
た
ち
』 

図
版
目
録
に
も
載
せ
た 

《
煮
茶
・
観
瀑
図
》 

双
幅 

（
愛
媛

県
美
術
館
蔵
） 

の
画
風
は
、
山
や
人
物
の
表
現
に
お
い
て
岸
駒
や
岸
岱
の
画
を
よ
く
学
ん
だ
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
の
結
城
素
明
の 

『
東
京
美
術
家
墓
所
誌
』 

で
は
冠
岳
は
狩
野
派

の
画
法
を
よ
く
す
る
と
説
明
さ
れ
、
古
い
美
術
人
名
事
典
の
類
で
も
同
じ
よ
う
な
説
明
の
例
が

多
い
が
、
な
る
ほ
ど
漢
画
を
広
く
学
ん
だ
岸
駒
に
始
ま
る
岸
派
で
あ
れ
ば
、
混
同
さ
れ
る
面
が

あ
っ
た
と
も
思
え
る
。
ま
た
、
冠
岳
の
画
を
広
く
見
渡
せ
ば
、
南
蘋
流
や
西
洋
画
に
対
す
る
岸

駒
の
関
心
は
冠
岳
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
冠
岳
の
遺
作
の
中
に

虎
の
図
が
少
な
く
な
い
の
も
、
岸
派
の
門
人
に
は
相
応
し
い
。

　

冠
岳
が
京
へ
出
て
岸
家
に
学
ん
だ
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
ゆ
え
に
彼
の
師
が
岸
家
の
誰

で
あ
る
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
冠
岳
が
郷
里
の
今
治
の
桜
井
に
あ
る
綱
敷
天
満
神

社
の
た
め
に
描
い
た
大
絵
馬
の
存
在
は
一
つ
の
基
準
を
提
供
し
得
る
。

　

綱
敷
天
満
神
社
は
海
に
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
大
絵
馬
は
風
雨
に
よ
る
劣
化
の
程
が
甚
だ

し
い
状
態
に
あ
り
、
現
在
で
は
画
も
書
も
判
読
で
き
な
い
が
、
先
人
の
研
究
書
に
は
、 《
三
夫
婦

参
拝
の
図
》 

と
呼
ば
れ
る
こ
の
大
絵
馬
が 

「
文
政
十
丁
亥
歳
三
月
吉
日
」、
鰯
屋
兵
蔵
に
よ
っ
て

奉
納
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
（
註
13
）。
文
政
十
年 

（
一
八
二
七
） 

の
冠
岳
は
十
一
歳
。
こ
ん
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な
に
も
若
い
少
年
が
大
絵
馬
の
揮
毫
を
任
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
と
し
て
、
猿
の
画
を
よ
く
し

た
今
治
の
医
師
、
山
本
雲
溪
の
推
挙
を
想
定
し
て
み
た
い
。
冠
岳
が
雲
溪
の
門
人
で
あ
る
と
の

伝
承
は
今
治
に
古
く
か
ら
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
真
理
性
を
疑
う
理
由
も
な
い
。
仮
に
冠
岳

が
幼
時
か
ら
雲
溪
に
画
を
学
ん
だ
と
す
れ
ば
、
早
く
か
ら
画
才
を
表
し
、
い
わ
ば
地
元
の
神
童

と
し
て
評
判
を
呼
び
、
鰯
屋
兵
蔵
の
需
め
に
応
じ
て
大
絵
馬
を
揮
毫
す
る
に
ま
で
至
っ
た
可
能

性
は
充
分
に
想
像
で
き
る
。
冠
岳
が
京
へ
出
た
の
は
そ
れ
以
降
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
仮
説
に
基
づ
く
な
ら
、
文
政
十
年
時
点
で
既
に
岸
駒
は
七
十
二
歳
で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
十
年
も
前
の
六
十
三
歳
の
頃
に
は
岩
倉
に
隠
棲
し
て
い
た
か
ら
（
註
14
）、
冠
岳
の
師
と
し
て

岸
駒
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
長
男
の
岸
岱
を
想
定
し
て
お
く
の
が

妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

江
戸
文
人
書
画
会
関
係
史
料
群

　

京
で
岸
派
の
画
を
学
ん
だ
冠
岳
は
江
戸
へ
移
住
し
た
。
そ
の
時
期
も
理
由
も
定
か
で
は
な
い

が
、
江
戸
に
お
い
て
は
当
時
隆
盛
を
極
め
た
文
人
た
ち
の
交
友
の
中
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が

数
冊
の
史
料
か
ら
判
る
。
以
下
そ
れ
ら
を
年
代
の
順
に
挙
げ
て
ゆ
こ
う
。

　

先
ず
挙
げ
る
の
は
、
嘉
永
二
年 

（
一
八
四
九
）、
冠
岳
三
十
三
歳
の
秋
に
刊
行
さ
れ
た
と
見
ら

れ
る
見
立
番
付 

『
江
戸
現
在
画
家
品
評
』（
註
15
）。
こ
の
番
付
の
東
側 

「
麟
鳳
」 
の
四
段
目
の
右

か
ら
二
番
目
に 

「
雜　

冠
岳
」 

が
見
え
る
。
こ
の 

「
雜
」 

と
い
う
の
は
画
家
の
得
意
分
野
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
例
え
ば
椿
椿
山
は 「
花
鳥
」、 

春
木
南
溟
は 「
山
水
」、
菊
池
容
斎
や

鈴
木
鵞
湖
は
「
人
物
」
で
、
大
西
椿
年
や
柴
田
是
眞
は
「
雜
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
雜
」
と
は

ど
ん
な
画
題
で
も
描
け
る
と
い
う
意
を
表
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　

次
い
で
挙
げ
た
い
の
は
、
嘉
永
三
年 

（
一
八
五
〇
）、
冠
岳
三
十
四
歳
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
と

推
定
さ
れ
る
平
亭
銀
雞 

（
畑
銀
雞
） 

の
著 

『
現
存
雷
名
江
戸
文
人
壽
命
附
』 

二
編
（
註
16
）。
平
亭

銀
雞
が
あ
の 『
書
畫
薈
粹
』 

の
著
者
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の 

『
現
存
雷
名
江
戸
文
人
壽
命
附
』 

は
評
判
記
の
よ
う
な
も
の
で
、
当
時
活
躍
し
て
い
た

大
勢
の
文
人
に
対
す
る
銀
雞
の
評
価
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文
人
の
寿
命
と
し
て
表
現
し
、
評
言
を
狂

歌
に
し
て
、
さ
ら
に
浮
世
絵
の
役
者
絵
に
見
立
て
た
似
顔
絵
ま
で
も
添
え
た
本
だ
が
、
い
か
ん

せ
ん
他
人
の
寿
命
を
勝
手
に
決
め
付
け
、
し
か
も
そ
れ
が
文
人
と
し
て
の
評
価
の
表
現
で
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
初
編
の
刊
行
後
に
一
部
の
文
人
か
ら
は
苦
情
が
来
た
ら
し
い
。
第
二
編
の
巻
頭

に
そ
の
由
が
記
さ
れ
、
怒
れ
る
文
人
衆
に
包
囲
さ
れ
て
責
め
ら
れ
る
銀
雞
の
様
子
を
描
い
た
挿

絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
第
二
編
に
冠
岳
が
登
場
す
る
。
も
ち
ろ
ん
似
顔
絵
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
住
所
は 

「
駿

河
薹
」、
寿
命
は 

「
大
極
上
々
吉
壽
八
百
五
十
年
」、
評
言
は 

「
草
花
よ
し
花
鳥
人
物
ぬ
け
め
な

く
よ
く
も
畫
け
る
江
戸
の
ま
れ
も
の
」 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
ど
ん
な
画
題
で
も
巧

み
に
描
き
上
げ
る
技
の
高
さ
と
守
備
範
囲
の
広
さ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
史
料
に
載
る
似
顔
絵
は
役
者
絵
に
見
立
て
た
戯
れ
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
現
時
点
に
お

い
て
冠
岳
の
唯
一
の
肖
像
画
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。
こ
こ
に
見
え
る
冠
岳
が
薙
髪
し
て
い

る
点
は
特
に
興
味
深
い
。
彼
の
父
の
中
川
正
晴
が
医
師
を
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
彼
の
画
の
最
初
の
師
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
山
本
雲
溪
が
医
師
を
本
業
と
し
て
い
た
こ

と
を
想
起
す
る
な
ら
、
案
外
、
冠
岳
に
も
医
師
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
み
る
余
地
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

同
じ
く
嘉
永
三
年
、
冠
岳
三
十
四
歳
の
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
畑
銀
雞
編 

『
江
戸
文
人
藝
園
一

覧
』 

と
い
う
名
鑑
に
も 「
駿
河
臺　

沖
冠
岳
」 

と
記
載
さ
れ
て
い
る（
註
17
）。

　

湯
島
天
神
境
内
の
松
金
楼
に
お
い
て
冠
岳
が
書
画
会
を
主
催
し
た
の
も
、
同
じ
嘉
永
三
年
三

月
の
二
十
八
日
の
出
来
事
だ
っ
た
（
註
18
）。
そ
の
際
の
引
札
に
お
い
て
冠
岳
は 「
書
畫
會　

三
月

二
十
八
日
」 

と
宣
言
し
、 「
於
湯
嶋
天
神
境
内
松
金
樓　

相
催
申
候　

不
論
晴
雨　

御
来
臨
奉
希

候
」 

と
呼
び
か
け
、 「
當
日
諸
先
生
席
上
揮
毫
」 

と
書
い
て
、 「
補
助
」 

と
し
て 

「
武
清
先
生　

永

海
先
生　

椿
年
先
生
」 

の
三
名
を
挙
げ
、 「
會
主　

冠
岳
沖
庸
拜
」 

と
結
ん
で
い
る
。
冠
岳
が
江

戸
で
活
動
し
始
め
た
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
三
十
四
歳
の
三
月
末
に
は
早

く
も
書
画
会
を
開
催
で
き
る
立
場
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
補
助
と
し
て
喜
多
武
清
、
佐

竹
永
海
、
大
西
椿
年
の
よ
う
な
大
家
を
迎
え
て
い
る
こ
と
も
目
を
惹
く
。
当
時
の
江
戸
の
文
人

画
壇
に
お
い
て
冠
岳
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
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同
年
に
開
催
さ
れ
た
関
雪
江
の
書
画
会
で
は
、
冠
岳
が
補
助
の
一
人
と
し
て
名
を
連
ね
た
。 

「
四
月
廿
二
日　

新
居
發
會
」 

と
題
す
る
そ
の
引
札
に
は 

「
本
日
臨
席
諸
先
生　

甲
乙
不
序
」 

と

書
い
て
、
喜
多
武
清
や
高
久
隆
古
、
佐
竹
永
海
、
春
木
南
溟
、
沖
一
峨
、
大
西
椿
年
、
長
谷
川

雪
堤
、
鈴
木
鵞
湖
、
谷
文
二
、
畑
銀
鶏
、
大
沼
枕
山
、
椿
椿
山
等
四
十
八
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
冠
岳
の
名
も
見
え
る
（
註
19
）。

　

嘉
永
年
間
ま
で
に
朝
岡
興
禎
が
著
し
た 

『
古
畫
備
考
』 

の
巻
三
十
の
上
に
は 

《
本
郷
丹
州
所

持
畫
帖
》 

に
収
め
ら
れ
た
画
の
作
者
約
五
十
名
が
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
狩
野
勝

川
や
狩
野
立
信
、
板
谷
桂
舟
弘
延
、
大
岡
雲
峰
、
遠
坂
文
雍
、
大
西
椿
年
、
菊
池
容
齋
、
柴
田

是
眞
等
に
混
じ
っ
て
「
冠
岳
蠖
堂
」
の
名
が
見
え
る
（
註
20
）。「
蠖
堂
」
も
冠
岳
の
別
号
の
一
つ

で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

安
政
四
年 

（
一
八
五
七
）、
冠
岳
四
十
一
歳
の
二
月
二
十
四
日
、
朝
葊
度
義
が
主
催
し
た
書
画

会
の
引
札 

『
發
會
二
月
廿
四
日　

本
日
諸
先
生
席
上
揮
毫
』 
に
も
、
補
助
二
十
四
名
中
の
一
人

と
し
て
冠
岳
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（
註
21
）。

　

同
じ
安
政
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
松
靄
道
人
輯 

『
安
巳
新
撰
文
苑
人
名
録
』 

に 

「
画　

江
戸　

高
輪
神
戸
藩　

冠
岳
改　

沖
冠
翠
」 

と
記
さ
れ
（
註
22
）、
ま
た
、
既
に
見
た
よ
う
に
安
政
六
年 

（
一
八
五
九
） 

刊
行
の
畑
銀
雞
の
著 

『
書
畫
薈
粹
』 

第
二
編
に
は 

「
高
輪
庚
申
横
丁
」 

在
住
の 

「
沖
冠
翠
」 

の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

安
政
七
年 

（
一
八
六
〇
）、
冠
岳
四
十
四
歳
の
三
月 

（
万
延
へ
の
改
元
） 

ま
で
に
刊
行
さ
れ
た

細
谷
義
兵
衞 

（
弘
文
堂
主
人
） 

編 

『
安
政
文
雅
人
名
録
』 

安
政
七
年
版
に
は 

「
画　

冠
翠　

名
庸

字
展
親　

別
号
玉
菴　

桂
峰　

暘
谷　

蠖
堂　

神
戸
藩　

高
輪
庚
申
横
町　

冠
岳
改　

沖
冠

翠
」（
註
23
）、
文
久
元
年 

（
一
八
六
一
）、
冠
岳
四
十
五
歳
の
夏
に
刊
行
さ
れ
た 

『
江
戸
現
在
廣
益

諸
家
人
名
録
』 

三
編
に
も 

「
冠
翠　

名
庸　

字
展
親　

別
号
玉
菴　

桂
峰　

暘
谷　

蠖
堂　

神

戸
藩　

高
輪
庚
申
横
町　

冠
岳
改　

沖
冠
翠
」（
註
24
）、
さ
ら
に
文
久
三
年 （
一
八
六
三
）、
冠
岳

四
十
七
歳
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
細
谷
義
兵
衞 

（
弘
文
堂
主
人
） 

編 

『
文
久
文
雅
人
名
録
』 

文
久
三

年
版
に
も 

「
画　

冠
翠　

名
庸　

字
展
親　

別
号
玉
菴　

桂
峰　

暘
谷　

蠖
堂　

神
戸
藩　

高

輪
庚
申
横
町　

冠
岳
改　

沖
冠
翠
」 

と
記
載
さ
れ
て
い
る
（
註
25
）。

　

以
上
、
書
画
会
の
引
札
や
文
人
名
鑑
、
書
画
番
付
等
の
史
料
を
見
れ
ば
、
嘉
永
年
間
か
ら
文

久
年
間
に
か
け
て
冠
岳
が
江
戸
の
文
人
画
壇
で
名
を
知
ら
れ
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ

る
。
別
号
と
し
て
、既
に
見
た 「
天
真
堂
」、 「
蠖
堂
」、 「
玉
菴
」（
あ
る
い
は ｢

玉
葊
」） 

の
ほ
か
に
、

安
政
七
年
以
降
の
史
料
に
は 「
桂
峰
」、 「
暘
谷
」 

も
見
え
る
。

五　

書
画
会
肝
煎
談
と
書
画
会
肝
煎
鍋

　

こ
こ
で
考
え
て
お
く
べ
き
問
題
が
あ
る
。
嘉
永
年
間
よ
り
も
溯
る
天
保
年
間
に
冠
岳
が
江
戸

の
文
人
画
壇
で
活
躍
し
て
い
た
と
の
仮
説
に
は
根
拠
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
だ
。

　

こ
の
仮
説
の
発
端
は
、
昭
和
五
十
二
年 

（
一
九
七
七
） 

の
三
月
二
十
三
日
、 『
高
知
新
聞
』 

に

連
載
さ
れ
て
い
た 

『
土
佐
画
人
伝
』 

の
第
三
十
話 

「
狩
野
派
片
々
」 

に
お
い
て
、「
天
保
八
、
九
年

頃
出
版
の 

『
書
画
会
肝
煎
談
』 

と
い
う
小
冊
子
に
、
当
時
の
書
画
会
に
出
席
者
の
名
簿
が
の
っ

て
お
り
、
そ
れ
に
は
渡
辺
崋
山
や
春
木
南
湖
に
ま
じ
っ
て
沖
冠
岳
の
名
が
見
え
て
い
る
」 

と
述

べ
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
（
註
26
）。
以
後
に
書
か
れ
た
冠
岳
に
関
す
る
伝
記
で
は
、
若
干
の
補
足

を
伴
い
つ
つ
も
こ
れ
が
引
用
さ
れ
、
天
保
年
間
に
既
に
冠
岳
が
江
戸
の
画
壇
で
名
を
馳
せ
て
い

た
こ
と
の
根
拠
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
き
た
（
註
27
）。

　

だ
が
、
こ
の 

『
書
画
会
肝
煎
談
』 

と
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

閏
四

月
に
刊
行
さ
れ
た
天
竺
浪
人
戯
述 

『
書
画
会
肝
煎
鍋
』 

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
東
京
都

立
中
央
図
書
館
の
加
賀
文
庫
に
見
る
こ
と
を
得
る
が
（
註
28
）、
少
な
く
と
も
加
賀
文
庫
本
を
見

る
限
り
、冠
岳
の
名
は
そ
こ
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。 『
書
画
会
肝
煎
談
』 

は
、 

『
書
画
会
肝
煎
鍋
』 

と
は
別
の
何
か
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
が
出
て
こ
な
い
限
り
、
天
保
年
間
に
早

く
も
冠
岳
が
江
戸
の
画
壇
で
名
を
馳
せ
た
と
い
う
仮
説
は
検
討
の
対
象
に
も
な
り
得
な
い
。

六　

今
治
藩
の
寄
留
人
取
調
帳

　

先
に
列
挙
し
た
江
戸
文
人
書
画
会
関
係
史
料
群
に
よ
っ
て
、
冠
岳
の
住
所
の
変
遷
が
判
る
。

　

冠
岳
が
初
め
て
江
戸
に
出
た
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
最
初
の
居
所
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、少
な
く
と
も
嘉
永
三
年
、三
十
四
歳
の
と
き
駿
河
薹
に
住
ん
で
い
た
こ
と
は
、畑
銀
雞
の 『
江
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戸
文
人
藝
園
一
覧
』 

と 『
現
存
雷
名
江
戸
文
人
壽
命
附
』 

二
編
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。

　

そ
の
後
、 「
高
輪
庚
申
横
丁
」 

に
居
住
し
た
こ
と
は
、
安
政
四
年 

（
一
八
五
七
） 

に
刊
行
さ
れ

た
松
靄
道
人
輯 

『
安
巳
新
撰
文
苑
人
名
録
』 

や
安
政
六
年 

（
一
八
五
九
） 

の
畑
銀
雞 

『
書
畫
薈

粹
』 

第
二
編
、
安
政
七
年 （
一
八
六
〇
） 

の
細
谷
義
兵
衞
編 『
安
政
文
雅
人
名
録
』 

安
政
七
年
版
、

文
久
元
年 
（
一
八
六
一
）
の
『
江
戸
現
在
廣
益
諸
家
人
名
録
』 

三
編
、
文
久
三
年 

（
一
八
六
三
） 

の
細
谷
義
兵
衞
編『
文
久
文
雅
人
名
録
』文
久
三
年
版
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。

　

先
に
太
政
官
の 

『
公
文
録
神
戸
藩
之
部
』 

の
七
十
九
頁
に
収
録
さ
れ
る
文
書 

「
今
治
藩
士
族

沖
冠
岳
外
一
名
雇
置
候
処
本
人
依
願
歸
藩
引
渡
届
」 

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
冠
岳

は
安
政
二
年 

（
一
八
五
五
） 

三
月
に
伊
勢
国
神
戸
藩
に
仕
官
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
機
に
、
高
輪

に
あ
る
伊
勢
国
神
戸
藩
の
本
多
家
の
下
屋
敷
、
あ
る
い
は
そ
の
周
囲
に
本
多
家
の
所
有
し
た
区

域
内
に
、
住
所
を
定
め
た
に
相
違
な
い
。 

『
安
巳
新
撰
文
苑
人
名
録
』 

に 

「
高
輪
神
戸
藩
」 

と
書

い
て
あ
る
の
は
、
冠
岳
の
住
所
が
本
多
家
の
敷
地
内
に
属
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

安
政
二
年
に
始
ま
っ
た 

「
高
輪
庚
申
横
丁
」 

時
代
が
文
久
三
年
八
月
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
、

今
治
藩
の 『
寄
留
人
取
調
帳
』（
註
29
）に
よ
っ
て
論
証
で
き
る
。

　

こ
の
古
文
書
も
、
従
来
、
誤
解
さ
れ
て
き
た
。
冠
岳
が
一
家
四
人
で
今
治
へ
帰
省
し
て
い
た

こ
と
の
記
録
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
（
註
30
）、
こ
の
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
。
今
治

藩 

『
寄
留
人
取
調
帳
』 

の
記
事
は
、
今
治
藩
士
族
が
今
治
へ
帰
省
し
た
こ
と
の
記
録
で
は
な
く
、

今
治
藩
士
族
が
今
治
藩
の
領
外
に ｢

寄
留｣ 

し
て
い
る
こ
と
の
記
録
で
あ
る
と
読
ま
れ
る
べ
き

だ
か
ら
だ
。

　

文
書
に
は 

「
自
文
久
三
癸
亥
八
月
爲
画
業
寄
留　

今
治
藩
士
族　

沖
冠
岳
、
妻
歌
、
男
子
祐
、

女
子
錦　

合　

男
二
人
、
女
二
人　

麻
布
市
兵
衞
町
住
所　

沖
冠
岳
」 

と
記
さ
れ
、 「
右
之
通
御

坐
候　

以
上　

辛
未
五
月　

今
治
藩
」 

と
結
ば
れ
て
い
る
。
明
治
四
年 

（
一
八
七
一
）、
冠
岳

五
十
五
歳
の
五
月
の
記
録
で
あ
る
と
判
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
明
治
四
年
五
月

の
時
点
で
今
治
藩
士
族
で
あ
る
冠
岳
が
、
文
久
三
年
八
月
以
降
、
夫
人
の
歌 

（
歌
子
）、
男
子
の

祐 

（
脩
、
正
脩
、
号
冠
嶺
）、
女
子
の
錦 

（
錦
子
） 

と
と
も
に
四
人
家
族
で
、
画
業
の
た
め
、
今

治
で
は
な
く
東
京
の
麻
布
市
兵
衞
町
に
、 「
寄
留
」 

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

既
に
見
た 『
文
久
文
雅
人
名
録
』 

文
久
三
年
版
に
よ
れ
ば
、
冠
岳
は
文
久
三
年
ま
で
は 「
高
輪

庚
申
横
丁
」 

に
住
ん
で
い
た
。
伊
勢
神
戸
藩
の
本
多
家
が
所
有
す
る
土
地
に
神
戸
藩
士
が
住
ん

で
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
神
戸
藩
の
領
内
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ゆ
え

に
神
戸
藩
の
領
外
へ
の 

「
寄
留
」 

で
は
な
い
。
し
か
る
に
同
年
の
八
月
、
冠
岳
は
一
家
で
江
戸

の
麻
布
市
兵
衞
町
に
移
転
し
た
。
そ
こ
は
神
戸
藩
の
領
外
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
点
で
冠
岳
は 

「
寄
留
」 

を
始
め
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
彼
は
、
明
治
四
年
の
二
月
二
十
九
日
ま
で
に
は
当
人

の
願
い
に
よ
り
今
治
藩
へ
帰
藩
し
た
か
ら
、
同
年
の
五
月
の
時
点
で
は
今
治
藩
士
族
だ
っ
た
が
、

ど
こ
の
藩
士
で
あ
る
に
せ
よ
、
地
方
の
藩
の
士
族
が
、
文
久
三
年
八
月
以
降
、
江
戸
東
京
の
麻

布
市
兵
衞
町
に 

「
寄
留
」 

し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
動
か
な
い
。
冠
岳
と
冠
嶺
の
父
子
が
明
治

四
年
の
二
月
中
に
神
戸
藩
か
ら
今
治
藩
へ
帰
藩
し
た
件
に
つ
い
て
、
神
戸
藩
が
太
政
官
弁
官
へ

届
け
出
た
文
書
に
は
両
藩
の 

「
双
方
熟
談
之
上　

證
書
爲
取
替　

今
治
藩
ヘ
引
渡
申
候
」 

と
書

か
れ
て
い
た
以
上
、
こ
の
冠
岳
一
家
の 

「
寄
留
」 

の
事
実
に
関
す
る
文
書
も
神
戸
藩
か
ら
今
治

藩
へ
引
き
継
が
れ
た
に
相
違
な
い
。
今
治
藩
の 

『
寄
留
人
取
調
帳
』 

は
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
得

る
。

　

冠
岳
が
文
久
三
年
八
月
に
本
多
家
の
下
屋
敷
か
ら
出
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。『
寄
留
人
取

調
帳
』 

に
は 「
画
業
の
た
め
」 

と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
無
論
そ
れ
は
事
実
だ
ろ
う
が
、
果
た
し
て

そ
れ
が
唯
一
の
目
的
だ
っ
た
の
か
。

　

そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
事
情
と
し
て
、
家
族
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と

推
測
し
て
み
た
い
。
な
に
し
ろ
高
輪
の
本
多
家
の
下
屋
敷
は
海
に
面
し
て
い
た
の
だ
。
同
年
の

二
月
十
三
日
に
徳
川
家
茂
が
上
洛
の
た
め
江
戸
を
出
立
し
、
江
戸
は
手
薄
に
な
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
が
、
二
月
十
九
日
に
は
英
国
の
艦
隊
が
生
麦
事
件
の
賠
償
を
幕
府
に
要
求
す
る
た
め
品

川
沖
に
来
航
し
た
。
当
時
の
高
輪
の
周
辺
は
極
め
て
不
安
な
場
所
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
情
勢
を

受
け
て
冠
岳
は
家
族
を
守
る
た
め
海
か
ら
少
し
離
れ
た
麻
布
市
兵
衞
町
へ
移
転
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
江
戸
へ
出
た
冠
岳
は
嘉
永
年
間
に
は
駿
河
薹
に
住
ん
で
い
た
が
、
安

政
二
年
三
月
に
伊
勢
国
神
戸
藩
に
仕
官
す
る
に
伴
い
、
同
家
の
下
屋
敷
の
敷
地
内
に
属
す
る
高
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輪
庚
申
横
丁
に
居
を
構
え
、
八
年
間
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
の
ち
、
文
久
三
年
八
月
か
ら
は
麻
布

市
兵
衞
町
へ
移
転
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

七　

号
冠
翠
の
時
期

　

関
連
し
て
号
冠
翠
の
問
題
を
考
え
た
い
。

　

畑
銀
雞
の 

『
書
畫
薈
粹
』 
第
二
編
に
は 

「
初
号
ヲ
冠
岳
ト
云
シ
ガ　

故
有
テ
冠
翠
ト
改
ム
」 

と

記
さ
れ
て
い
て
、
実
際
、
安
政
四
年
以
降
の
江
戸
文
人
名
鑑
で
は
冠
岳
で
は
な
く
冠
翠
の
号
が

主
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
何
れ
も 

「
冠
岳
改　

沖
冠
翠
」 

と
敢
え
て
記
し
て
い
た

点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
冠
岳
は
冠
翠
へ
号
を
改
め
た
の
ち
も
江
戸
の
文
人
画
壇
で
は
一
般
に

冠
翠
よ
り
も
冠
岳
の
号
で
親
し
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
こ
と
は
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
品
川
の
旗
岡
八
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
大
絵
馬 

《
猿
駒
止
》 

に
は 

「
冠
岳
沖
庸
冩
」 

の

落
款
が
あ
る
以
上
、
こ
の
絵
馬
の
奉
納
が
行
わ
れ
た
元
治
元
年 

（
一
八
六
四
）、
冠
岳
四
十
八
歳

の
十
月
に
は
既
に
号
を
冠
岳
へ
戻
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
だ
。

　

冠
翠
の
号
を
用
い
始
め
た
の
は
安
政
四
年 

（
一
八
五
七
）、
冠
岳
四
十
一
歳
の
頃
で
は
な
か
っ

た
か
と
推
察
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
先
に
見
た
よ
う
に
同
年
の
二
月
二
十
四
日
、
朝
葊
度
義
が
主

催
し
た
書
画
会
の
引
札 

『
發
會
二
月
廿
四
日　

本
日
諸
先
生
席
上
揮
毫
』 

に
は 
「
冠
岳
」 

の
名
が

記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
同
年
に
刊
行
さ
れ
た 『
安
巳
新
撰
文
苑
人
名
録
』 

に
は 「
画　

江
戸

高
輪
神
戸
藩　

冠
岳
改　

沖
冠
翠
」 

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

冠
岳
が
伊
勢
国
神
戸
藩
に
仕
官
し
、
江
戸
屋
敷
内
の
高
輪
庚
申
横
丁
に
居
住
し
始
め
た
の
が

安
政
二
年 

（
一
八
五
五
） 

三
十
九
歳
の
三
月
で
あ
り
、
神
戸
藩
士
の
身
分
の
ま
ま
本
多
家
の
屋

敷
を
出
て
麻
布
市
兵
衞
町
へ
寄
留
し
始
め
た
の
が
文
久
三
年 

（
一
八
六
三
） 

四
十
七
歳
の
八
月

で
あ
る
か
ら
、
冠
翠
の
号
を
用
い
た
期
間
は
彼
が
高
輪
庚
申
横
丁
に
居
住
し
た
期
間
に
概
ね
重

な
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
畑
銀
雞
は 『
書
畫
薈
粹
』 

第
二
編
に
お
い
て 「
初
号
ヲ
冠
岳
ト
云

シ
ガ　

故
有
テ
冠
翠
ト
改
ム
」と
述
べ
た
が
、
こ
の 

「
故
有
テ
」 

と
は
案
外
、
本
多
家
へ
の
仕
官

を
め
ぐ
る
何
か
の
事
情
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
、
本
多
忠
升
の
雅
号
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
神
戸
藩
本
多
家
の
第
五
代

に
あ
た
る
本
多
忠
升
が
用
い
た
雅
号
の
中
に 

「
冠
岳
」 

が
あ
っ
た
。
学
問
を
愛
し
た
文
人
大
名

の
彼
は
天
保
十
一
年 

（
一
八
四
〇
） 

五
十
歳
の
九
月
二
十
日
に
隠
居
し
て
同
月
二
十
三
日
に
高

輪
の
下
屋
敷
へ
移
転
し
、
安
政
六
年 

（
一
八
五
九
） 

八
月
二
十
二
日
に
六
十
九
歳
で
逝
去
し
た

か
ら
、
安
政
二
年
に
冠
岳
が
本
多
家
に
仕
官
し
、
高
輪
庚
申
横
丁
に
移
住
し
た
と
き
は
本
多
忠

升
も
存
命
で
、
し
か
も
同
じ
高
輪
に
居
住
し
て
い
た
。
文
人
同
士
の
交
流
は
身
分
の
差
を
問
わ

な
い
対
等
な
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
（
註
31
）、
文
人
の
本
多
忠
升
も
、
家
臣
が

自
身
と
同
じ
号
を
用
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ

れ
で
も
家
臣
の
側
の
冠
岳
は
、
前
藩
主
と
同
じ
号
を
用
い
る
こ
と
に
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
た

か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
安
政
四
年
ま
で
藩
主
を
つ
と
め
た
本
多
忠
寛
が
用
い
た
雅
号
の
中

に 

「
仙
岳
」 

や 

「
清
眞
堂
」 

等
と
と
も
に 

「
翠
洞
」 

が
あ
っ
た
こ
と
だ
（
註
32
）。
安
政
四
年
に
本

多
忠
貫
に
家
督
を
譲
っ
て
隠
居
し
た
本
多
忠
寛
が
、自
身
の
雅
号
の
一
字
を
冠
岳
に
与
え
て 「
冠

翠
」 

へ
号
を
改
め
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
、
こ
こ
に
提
起
し
て
お
く
。

八　

明
治
期
の
動
向

　

明
治
維
新
後
の
冠
岳
の
活
動
の
内
で
最
も
重
要
な
も
の
が
、
明
治
三
年 

（
一
八
七
〇
） 

三
月

吉
日
、
東
京
浅
草
の
金
龍
山
浅
草
寺
に
奉
納
さ
れ
た
大
絵
馬 

《
四
睡
》 

の
制
作
で
あ
る
の
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
竪
二
四
七
×
横
三
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
こ
の
大
作
は
浅
草
寺
に
あ
る
数

多
い
絵
馬
の
中
で
も
最
大
の
規
模
を
誇
る
（
註
33
）。
落
款 

「
冠
岳
庸
」 

は
金
で
大
き
く
書
か
れ
て

い
る
。
向
か
っ
て
右
の
縁
に 

「
明
治
三
年
庚
午
」、
左
の
縁
に 

「
春
建
辰
月
吉
日
」 

と
書
か
れ
、

下
の
縁
に
は 

「
世
話
人
」と
し
て 

「
北
邑
文
藏　

小
倉
屋
彌
助　

美
濃
屋
作
助　

大
丸
屋
勘
七
」、 

「
美
濃
屋
佐
助　

大
工
冨
五
郎　

小
松
屋
平
八　

加
賀
屋
利
兵
衛
」 

の
名
が
連
ね
て
あ
る
。
こ
の

奉
納
に
関
し
て
浅
草
寺
日
記 

（
浅
草
寺
日
並
記
） 

に
は 

「
麻
布
市
兵
衞
町　

庚
午
三
月　

願
主

沖
冠
岳
」 
と
記
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
註
34
）、
八
名
の
世
話
人
に
支
援
を
得
て

冠
岳
自
身
が
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

翌
年
の
明
治
四
年
、
五
十
五
歳
の
二
月
ま
で
に
は
冠
岳
は
伊
勢
国
神
戸
藩
か
ら
伊
予
国
今
治

江戸文苑の画家 沖冠岳　――経歴に関する史料の研究
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藩
へ
復
帰
し
て
い
た
が
、そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
公
文
書
上
の 「
帰
藩
」 

に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
あ
と
間
も
な
く
実
際
に
も
今
治
へ
帰
郷
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　

同
年
の
秋
に
冠
岳
は
今
治
の
大
浜
八
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
大
絵
馬 

《
観
刀
図
》 

を
制
作
し

た
ほ
か
、
明
治
六
年
に
は
讃
岐
の
金
刀
比
羅
宮
に
奉
納
さ
れ
た
大
絵
馬 

《
四
季
花
鳥
図
》、
さ
ら

に
明
治
八
年
四
月
、
安
芸
の
厳
島
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
大
絵
馬 

《
猩
々
図
》、
同
年
夏
、
今
治
城

址
に
奉
納
さ
れ
た 
《
吹
揚
城
址
絵
図
》、
同
年
七
月
に
は
今
治
の
綱
敷
天
満
神
社
の
大
絵
馬 

《
漁

樵
問
答
図
》 

を
制
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

明
治
四
年
以
降
、
冠
岳
が
晩
期
を
今
治
周
辺
へ
の
遊
歴
に
過
ご
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
今
治

と
東
京
の
間
を
幾
度
か
往
還
し
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

明
治
八
年
の
九
月
に
発
行
さ
れ
た
見
立
番
付 

『
書
画
一
覧
』 

を
見
る
と
、
西 

「
画
」 

の
二
段
目

の
右
か
ら
三
番
目
に 

「
名
家　

麻
布　

沖
冠
岳
」 
の
名
が
載
り
、
東 

「
書
」 

の
二
段
目
の
右
か
ら

十
一
番
目
に 

「
名
家　

麻
布　

沖
冠
嶺
」 

の
名
が
載
っ
て
い
る
（
註
35
）。
だ
が
、
こ
の
史
料
は
冠

岳
が
東
京
の
画
家
と
し
て
東
京
の
画
壇
に
お
け
る
名
声
を
保
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
は
い
る

が
、
今
治
か
ら
東
京
へ
戻
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
番
付
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
の
は
、
冠
岳
の
長
男
の
冠
嶺
沖
脩
が
、
父
の
冠
岳
に
比

肩
し
得
る
名
声
を
獲
得
し
て
い
た
事
実
だ
。
こ
の
と
き
冠
嶺
は
二
十
五
歳
だ
っ
た
。

　

冠
嶺
は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）、
十
六
歳
で
江
戸
の
竹
川
町
（
銀
座
七
丁
目
）
に
漢
学
塾 

「
敬
業
堂
」 

を
開
き
（
註
36
）、
明
治
六
年
か
ら
同
八
年
に
か
け
て 

『
訓
蒙
皇
國
史
略
』、 『
新
律
綱

領
字
引
』、 『
慈
父
の
を
し
へ
』、 『
繪
入
支
那
國
史
略
』、 『
十
八
史
略
譯
語
』、 『
支
那
地
誌
略
』、 

『
慈
父
の
を
し
へ
』 

第
二
篇
、 『
十
八
史
略
譯
解
』 

を
著
し
、
刊
行
し
て
い
た
。
明
治
十
一
年 

（
一
八
七
八
） 

以
降
も
、『
掌
中
詩
韻
異
同
辨
』、 『
江
戸
夢
華
詩
』（
巻
之
上
に
大
沼
枕
山
の
名
勝

詩
、
巻
之
下
に
植
村
蘆
洲
の
節
物
詩
を
収
録
）、 『
皇
朝
百
家
論
文
抄
』、 『
新
撰
詩
語
活
用
』、 『
続

皇
朝
百
家
論
文
抄
』、 『
江
戸
繁
昌
詩
』（『
江
戸
夢
華
詩
』 

の
改
題
） 

を
著
し
て
刊
行
し
た
の
だ

が
、
明
治
八
年
ま
で
の
時
点
で
見
て
も
、
冠
嶺
に
は
既
に
極
め
て
充
実
し
た
研
究
業
績
が
あ
っ

た
。
明
治
十
年
代
か
ら
は
横
浜
で
初
等
教
育
の
た
め
尽
力
し
た
が
、
そ
れ
は
漢
学
者
と
し
て
の

こ
の
豊
富
な
業
績
を
買
わ
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

慶
応
二
年
以
降
の
冠
嶺
の
研
究
熱
心
な
様
子
を
見
て 

「
慈
父
」 

の
冠
岳
が
誇
ら
し
く
頼
も
し

く
思
わ
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
明
治
四
年
以
降
、
安
心
し
て
冠
嶺
に
家
督
を
譲
り
、
作
画
に

没
頭
で
き
る
自
由
な
生
活
に
入
っ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
今
治
周

辺
へ
の
遊
歴
は
隠
居
生
活
の
一
環
だ
っ
た
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
後
の
史
料
と
し
て
、
明
治
十
三
年
一
月
に
発
行
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
番
付 

『
皇
國
名

譽
書
画
人
名
録
』 

を
見
て
お
こ
う
（
註
37
）。
こ
れ
の
西
の
三
段
目
の
右
か
ら
七
番
目
に 

「
画　

ア

サ
フ　

沖
冠
岳
」 

が
載
っ
て
い
る
。
そ
し
て
東
の
三
段
目
の
右
か
ら
十
二
番
目
に 

「
書　

ア
タ

ゴ
下　

中
冠
嶺
」 

と
見
え
る
の
は
沖
冠
嶺
の
姓
を
書
き
誤
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
冠
岳
は
明
治

九
年
七
月
二
十
五
日
に
既
に
逝
去
し
て
い
た
が
、 

こ
の
番
付
の
編
著
者
は
そ
の
事
実
を
知
ら
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
他
方
、
当
時
の
冠
嶺
が
麻
布
市
兵
衞
町
か
ら
も
遠
く
は
な
い
愛
宕
下
に
新
た

に
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ
て
判
る
。
冠
嶺
が
父
の
家
か
ら
独
立
し
て
一
家
を
構

え
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
父
の
逝
去
に
伴
っ
て
愛
宕
下
へ
転
居
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
。

九　

書
畫
雅
集

　

明
治
期
の
冠
岳
の
活
動
の
一
端
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
、
西
山
東
湖
を
会
主
と
す
る
書
画
会

の
引
札 

『
書
畫
雅
集
』 

を
挙
げ
て
お
き
た
い（
註
38
）。
引
札
の
右
側
に
円
を
描
き
、
そ
の
中
央
に 

「
書
畫
雅
集
」、 「
二
月
廿
一
日
於
両
國
萬
八
樓　

不
論
晴
雨　

御
賁
臨
是
祈
」 

と
書
い
て
、
円
の

周
囲
に
は
四
十
八
名
の
書
画
家
の
号
を
並
べ
て
い
る
。
こ
こ
に 

「
冠
岳
」 

が
見
え
る
。
引
札
の

左
側
の
上
に
は 

「
諸
先
生
席
上
揮
毫
」 

と
横
書
に
書
い
て
そ
の
下
に 

「
會
幹
」 

と
し
て
渡
邉
瞿
翁

と
田
川
一
桃
の
二
名
を
並
べ
、 「
會
主
」 

を 「
楓
湖
門
人　

東
湖
西
山
敬
九
拜
」 

と
記
し
て
い
る
。

　

年
記
が
な
い
が
、 「
楓
湖
門
人
」 

と
い
う
記
載
が
一
つ
の
基
準
を
提
供
す
る
。
な
ぜ
な
ら
添
田

達
嶺
の
名
著 

『
半
古
と
楓
湖
』 

に
よ
れ
ば
、
沖
一
峨
に
狩
野
派
を
学
ん
で
洋
峨
と
号
し
、
佐
竹

永
海
に
文
晁
派
を
学
ん
で
永
峨
と
号
し
た
松
本
敬
忠
が
菊
池
容
斎
に
学
ん
で
楓
湖
と
号
し
た
の

は
、
明
治
元
年 
（
一
八
六
八
） 

以
降
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
だ
（
註
39
）。
ゆ
え
に
こ
の
引
札
は
明
治

初
期
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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次
に
出
席
者
中
の
数
名
の
没
年
を
考
え
る
と
、書
家
の
西
川
春
洞
が
大
正
四
年 （
一
九
一
五
）、

画
家
の
奥
原
晴
湖
が
大
正
二
年
、
画
家
の
猪
瀬
東
寧
が
明
治
四
十
三
年 

（
一
九
一
〇
）、
書
家
の

市
河
萬
菴
が
明
治
四
十
年
、
詩
人
の
鱸
松
塘
が
明
治
三
十
一
年
、
画
家
の
服
部
波
山
が
明
治

二
十
七
年
、
書
家
の
小
室
樵
山
が
明
治
二
十
六
年
、
詩
人
の
大
沼
枕
山
が
明
治
二
十
四
年
、
書

家
の
高
齋
單
山
が
明
治
二
十
三
年
、
画
家
の
福
島
柳
圃
が
明
治
二
十
二
年
、
書
家
の
柳
田
正
斎

と
画
家
の
竹
本
石
亭
が
明
治
二
十
一
年
、
詩
人
の
植
村
蘆
洲
が
明
治
十
九
年
、
洋
画
家
の
川
上

冬
崖
が
明
治
十
四
年
、
画
家
の
坂
田
鷗
客
が
明
治
十
四
年
頃
、
画
家
の
目
賀
田
芥
菴
が
明
治

十
三
年
、
書
家
の
関
雪
江
と
萩
原
秋
巖
と
樋
口
逸
斎
が
明
治
十
年
。
画
家
の
谷
文
中
が
明
治
九

年
十
一
月
、
そ
し
て
冠
岳
が
明
治
九
年 
（
一
八
七
六
） 

七
月
二
十
五
日
に
逝
去
し
た
か
ら
、
少

な
く
と
も
以
上
の
情
報
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
楓
湖
門
人
の
書
画
会 

「
書
畫
雅
集
」 

の
開
催
日

は
、
慶
応
四
年 

（
明
治
元
年
） 

か
ら
明
治
九
年
ま
で
の
間
の
何
れ
か
の
二
月
二
十
一
日
だ
っ
た

と
し
か
い
え
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の 

「
書
画
雅
集
」 

の
引
札
は
、
冠
岳
が
明
治
維
新
後
も
江
戸
東
京
で
書
画
会

へ
出
席
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
大
沼
枕
山
や
関
雪
江
、
福
島
柳
圃
等
と
の
永
年
の
交
友
を
継

続
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
松
本
楓
湖
門
下
の
人
々
や
川
上
冬
崖
、
奥
原
晴
湖
の
よ
う
な
新

時
代
の
画
家
と
も
接
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

十　

門
人
二
名

　

冠
岳
の
没
後
、
約
八
年
を
経
た
明
治
十
七
年
、
農
商
務
省
の
主
催
に
よ
る
内
国
絵
画
共
進
会

の
開
催
に
際
し
、 『
農
商
務
省
博
覽
會
掛
版　

第
二
回
内
國
繪
畫
共
進
會　

出
品
人
畧
譜
』 

と
い

う
略
歴
集
が
出
版
さ
れ
た
。
出
品
者
か
ら
各
々
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
に
基
づ
い
て
農
商
務
省
博

覧
会
掛
が
編
纂
し
た
略
歴
集
だ
が
、
こ
れ
に
冠
岳
の
名
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
区 

（
支
那
南
北
派
、
文
人
画
の
部
門
） 

へ
の
出
品
人
で
あ
る
愛
知
県
の
二
宮
赤
峯
と
愛
媛
県
の
山
下

桂
岳
の
略
歴
に
、
師
と
し
て
冠
岳
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

該
当
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
（
註
40
）。

　

二
宮
赤
峯
に
つ
い
て
は
、 「
二
宮
景
吉
、
赤
峯
ト
號
ス
、
三
河
國
碧
海
郡
刈
谷
ノ
人
ニ
シ
テ
同

國
東
加
茂
郡
足
助
村
ニ
寄
留
ス
、
猪
飼
重
造
ノ
男
ニ
シ
テ
二
宮
伊
兵
衛
ノ
嗣
子
タ
リ
、
嘉
永
五

年
五
月
廿
日
生
ル
、
幼
ヨ
リ
畫
ヲ
海
沼
文
方
、
沖
冠
岳
等
ニ
學
ヒ
、
後
、
辻
嘉　

、
佐
々
布
篁

石
等
ニ
畫
法
ヲ
質
シ
以
テ
研
究
ス
」 （
同
書
百
二
十
一
丁
） 

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

山
下
桂
岳
に
つ
い
て
は
、 「
山
下
淸
吉
、
桂
岳
ト
號
ス
、
愛
媛
縣
ノ
人
ニ
シ
テ
山
下
伊
右
衛
門 

（
號
後
凋
亭
） 

ノ
男
ナ
リ
、
天
保
三
年
九
月
生
ル
、
明
治
四
年
ヨ
リ
北
派
ノ
畫
ヲ
沖
庸 （
號
冠
岳
） 

ニ
學
フ
」（
同
書
百
八
十
七
丁
） 

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

二
宮
赤
峯
に
つ
い
て
は
、
ど
の
時
期
に
ど
こ
で
冠
岳
に
学
ん
だ
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

山
下
桂
岳
に
つ
い
て
は 

「
明
治
四
年
ヨ
リ
」 

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

明
治
四
年
以
降
の
冠
岳
は
郷
里
の
今
治
周
辺
へ
遊
歴
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
、
山
下
清
吉
は
今
治
に
お
い
て
冠
岳
を
師
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。
桂
岳
と
い
う

号
も
冠
岳
か
ら
授
け
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。

十
一　

落
款
の
様
式
史

　

愛
媛
県
美
術
館
編 

『
つ
な
が
る
／
つ
な
げ
る　

愛
媛
ゆ
か
り
の
芸
術
家
た
ち
』 

図
版
目
録
に

掲
載
し
た
作
品
十
四
点
の
内
、
制
作
年
の
判
明
す
る
作
品
が
七
点
あ
っ
た
。

　

絹
本
着
色 

《
月
梅
図
》 

一
幅 

（
個
人
蔵
） 

に
は 

「
天
保
壬
寅
冬
冠
岳
沖
庸
」 

の
落
款
が
あ
り
、

天
保
十
三
年 （
一
八
四
二
）、
冠
岳
二
十
六
歳
の
冬
の
作
で
あ
る
と
判
る
。

　

絹
本
着
色 

《
猛
虎
図
》 

一
幅 

（
個
人
蔵
） 

に
は 

「
弘
化
丁
未
夏
五
月
冠
岳
沖
庸
製
」 

の
落
款
が

あ
り
、
弘
化
四
年 （
一
八
四
七
）、
三
十
一
歳
の
五
月
の
作
で
あ
る
と
判
る
。

　

絹
本
着
色 

《
櫻
花
群
猿
図
》 

一
幅 

（
個
人
蔵
） 

の
落
款
に
は 

「
冠
岳
沖
庸
冩
」 

と
あ
る
の
み
だ

が
、「
己
留
屋
人
」 

と
で
も
読
め
る
人
物
に
よ
る
賛
文
に 

「
甲
寅
正
月
索
題
」 

の
年
記
が
あ
る
の

で
、
嘉
永
七
年 （
一
八
五
四
）、
冠
岳
三
十
八
歳
の
正
月
の
作
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

　

絹
本
着
色 
《
旭
日
図
》一
幅 

（
個
人
蔵
） 

に
は 

「
乙
丑
元
旦
試
筆
冠
岳
庸
」 

の
落
款
が
あ
り
、

元
治
二
年 （
一
八
六
五
）、
四
十
九
歳
の
正
月
の
作
で
あ
る
と
判
る
。

　

絹
本
着
色 

《
四
季
花
鳥
図
》 

双
幅 

（
愛
媛
県
美
術
館
蔵
） 

で
は
、
右
幅
に 

「
明
治
四
年
冬
冠
岳

庸
冩
」、
左
幅
に 

「
歳
在
辛
未
建
丑
月
冠
岳
沖
庸
」 

の
落
款
が
あ
り
、
明
治
四
年 

（
一
八
七
一
）、
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五
十
五
歳
の
正
月
の
作
で
あ
る
と
判
る
。

　

絹
本
着
色 

《
虎
之
図
》 

一
幅 

（
愛
媛
県
美
術
館
蔵
） 

に
は
、 「
文
炳
班
々
歡
磨
牙
凛
々
霜
」 

と

い
う
短
く
も
魅
力
に
満
ち
た
賛
文
に
続
け
て 

「
辛
未
秋
冠
岳
庸
」 

の
落
款
が
あ
り
、
こ
れ
も
明

治
四
年
、
五
十
五
歳
の
秋
の
作
で
あ
る
と
判
る
。

　

紙
本
墨
画
淡
彩 
《
動
物
図
屏
風
》 

六
曲
一
双 

（
個
人
蔵
） 

で
は
、
右
隻
の
第
一
扇
に 

「
明
治
五

年
歳
在
壬
申
春
三
月
冠
岳
沖
庸
冩
」 

の
落
款
が
あ
り
、
明
治
五
年 

（
一
八
七
二
）、
五
十
六
歳
の

三
月
の
作
で
あ
る
と
判
る
。

　

以
上
七
点
に
見
え
る
落
款
の
書
体
を
比
較
す
れ
ば
、
な
か
な
か
興
味
深
い
変
遷
が
あ
る
と
気

付
か
さ
れ
る
。
二
十
六
歳
の 

《
月
梅
図
》 

の
落
款
で
は
、
ま
る
で
升
目
に
沿
っ
て
形
と
行
を
揃

え
る
か
の
よ
う
な
、
温
和
で
謹
厳
な
書
風
を
見
せ
て
い
る
が
、
三
十
一
歳
の 

《
猛
虎
図
》 

の
落

款
で
は
一
転
、
筆
勢
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
に
形
を
歪
め
、
鋭
く
角
ば
っ
て
少
々
気
取
っ
た
書

風
を
見
せ
る
。「
冠
」 

の
第
一
画
が
明
確
に
は
打
ち
込
ま
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。三
十
八
歳
の 《
櫻

花
群
猿
図
》 

の
落
款
で
も
、
諸
部
分
を
見
る
限
り 《
猛
虎
図
》 
の
落
款
と
似
た
特
徴
を
と
ど
め
つ

つ
も
、
全
体
と
し
て
は
再
び
温
厚
な
筆
致
を
見
せ
、
形
を
や
や
端
正
に
戻
し
て
い
る
。
そ
れ
か

ら
約
十
年
を
経
て
、
四
十
九
歳
の 

《
旭
日
図
》 

の
落
款
で
は
、
筆
致
こ
そ
荒
い
が
、
極
端
な
と

こ
ろ
の
な
い
書
風
を
見
せ
て
い
る
。「
岳
」 

が 

《
月
梅
図
》 

以
来
の
一
筆
書
の
よ
う
な
流
麗
な
形

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
画
一
画
を
疎
か
に
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
見
え
る
。
こ
の
素

直
な
書
風
は
、
五
十
五
歳
の 

《
四
季
花
鳥
図
》 

双
幅
で
は
さ
ら
に
謹
厳
に
な
っ
て
い
る
。「
冠
」 

の
第
一
画
が
明
確
に
打
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
同
年
の 
《
虎
之

図
》 

や
翌
年
の 《
動
物
図
屏
風
》 

に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
冠
岳
は
嘉
永
二
年
の
三
十
三
歳
の
秋
ま
で
に
は
既
に
江
戸
の
文
人
画

壇
で
活
動
を
始
め
て
い
た
と
見
ら
れ
、
文
久
三
年
、
四
十
七
歳
の
八
月
に
は
高
輪
の
神
戸
藩
本

多
家
の
下
屋
敷
か
ら
麻
布
市
兵
衞
町
へ
移
転
し
て
い
た
。
落
款
の
様
式
の
変
化
の
区
分
は
、
彼

の
生
涯
に
お
け
る
こ
う
し
た
変
化
の
区
分
と
も
概
ね
連
動
し
て
い
る
と
見
受
け
る
。

　

以
上
七
点
中
に
は
冠
翠
の
号
を
用
い
た
作
品
が
な
い
が
、
畑
銀
雞
の 

『
書
畫
薈
粹
』 

第
二
編

に
版
画
で
複
製
さ
れ
て
い
る
冠
岳
の
鶴
図
に
四
十
三
歳
の 

「
冠
翠
」 

の
落
款
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
冠
岳
子
孫
の
諸
家
中
の
一
軒
に
蔵
さ
れ
る
絹
本
墨
画 《
竹
林
七
賢
図
》 

一
幅
に
は 「
冠
翠

沖
庸
」 

の
落
款
が
あ
り
、 『
書
畫
薈
粹
』 

の
落
款
と
似
て
い
る
。
旋
回
す
る
か
の
よ
う
な
、
曲
線

的
で
少
々
気
取
っ
た
書
風
は
、
三
十
歳
代
の
落
款
に
見
る
様
式
か
ら
の
変
化
と
し
て
見
て
も
不

自
然
で
は
な
い
。
文
字
を
連
綿
と
つ
な
げ
て
ゆ
く
よ
う
な
流
麗
な
書
風
は
、
文
雅
を
尊
重
し
た

本
多
家
の
家
臣
の
書
画
で
あ
る
に
相
応
し
い
優
雅
な
書
体
を
冠
岳
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
結
果
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
の 

《
竹
林
七
賢
図
》 

を
蔵
す
る
家
に
は
絹
本
墨
画
淡
彩 

《
白
衣
観
音
像
》 

一
幅
も
あ
り
、
画

家
自
身
の
落
款
は 「
冠
岳
沖
庸
謹
拝
寫
」 

と
あ
る
の
み
だ
が
、
賛
に
は 「
癸
卯　

應
需
杜
絶
眞
阿

行
賛
」の
落
款
が
あ
る
の
で
、
天
保
十
四
年 

（
一
八
四
三
）、
冠
岳
二
十
七
歳
の
作
で
あ
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は 

《
月
梅
図
》 

の
翌
年
の
作
に
あ
た
る
。
観
音
像
と
い
う
画
題
の
ゆ

え
か
筆
致
は
や
や
謹
厳
に
な
っ
て
い
る
が
、
様
式
は
同
じ
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

山
本
雲
溪
の
子
孫
の
家
に
蔵
さ
れ
る
紙
本
着
色 

《
花
前
煮
茶
図
》 

一
幅 

（
愛
媛
県
美
術
館
寄

託
） 

に
は 「
辛
未
晩
秋
寫
冠
岳
」 

の
落
款
が
あ
り
、
明
治
四
年
、
五
十
五
歳
の
晩
秋
の
作
で
あ
る

と
判
る
。
書
風
は
同
年
の 《
四
季
花
鳥
図
》 

双
幅
や 《
虎
之
図
》 

と
同
じ
特
徴
を
見
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
制
作
年
の
判
明
す
る
作
品
に
つ
い
て
落
款
の
様
式
を
比
較
す
る
に
、
年
代
に

応
じ
て
概
ね
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
展
開
が
認
め
ら
れ
る
の
に
加
え
て
、
そ
こ
に
は
画
家
の
生

涯
に
お
け
る
変
化
と
軌
を
一
に
し
た
変
遷
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
検
討
に
用
い

た
事
例
が
多
く
は
な
い
の
で
現
時
点
で
は
一
つ
の
仮
説
と
し
て
提
起
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

こ
の
仮
説
に
基
づ
く
な
ら
、
例
え
ば 

『
つ
な
が
る
／
つ
な
げ
る　

愛
媛
ゆ
か
り
の
芸
術
家
た

ち
』 

図
版
目
録
に
掲
載
し
た
作
品
の
内
、
制
作
年
の
不
明
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
絹
本
着
色
《
煮

茶
・
観
瀑
図
》
双
幅
は
二
十
歳
代
の
作
で
、
絹
本
着
色
《
旗
幟
図
》
一
幅
や
絹
本
着
色 

《
百
猩
々

図
》
一
幅 

（
何
れ
も
愛
媛
県
美
術
館
蔵
） 

は
五
十
歳
代
の
作
で
は
な
い
か
等
と
判
断
で
き
る
。
他

方
、か
ね
て
晩
期
の
傑
作
と
称
え
ら
れ
て
き
た
西
条
市
立
西
条
郷
土
博
物
館
蔵
の
紙
本
墨
画 《
柳

図
屏
風
》 
二
曲
一
隻
は
確
か
に
五
十
歳
代
の
作
で
あ
る
の
に
対
し
、
愛
媛
県
美
術
館
蔵
の
絹
本

墨
画
淡
彩 

《
梅
狗
図
》 

一
幅
と
絹
本
着
色 

《
五
節
句
図
》 

一
幅
は
何
れ
も
三
十
歳
代
の
作
で
あ
る

と
判
断
す
る
の
が
、
こ
の
仮
説
か
ら
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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十
二　

濃
淡
両
宜
婁

　

印
章
に
つ
い
て
は
も
う
暫
く
の
検
討
を
要
す
る
が
、
重
要
な
印
と
し
て
、
白
文
方
印 

「
濃
淡

両
宜
婁
」 
の
み
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
明
治
四
年 

（
一
八
七
一
）、
冠
岳
五
十
五
歳

の
正
月
の
作 
《
四
季
花
鳥
図
》 

双
幅
の
ほ
か
、 《
百
猩
々
図
》 

一
幅
や 

《
菊
池
武
光
像
》 

一
幅（
何

れ
も
愛
媛
県
美
術
館
蔵
） 

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の 

「
濃
淡
両
宜
婁
」 
の
印
文
に
つ
い
て
は
従
来
、 「
濃
淡
」 

を
彩
色
や
水
墨
に
お
け
る 

「
調

子
」の
意
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
印
文
の
全
体
を 

「
西
洋
的
描
法
」 

へ
の
志
向
や
自
信
の
表
現
と

し
て
解
釈
す
る
説
が
あ
っ
た
（
註
41
）。
だ
が
、
こ
の
説
は 

「
両
」 

を
解
釈
で
き
て
い
な
い
。「
濃

淡
両
に
宜
し
く
婁
ら
す
」 

と
訓
読
す
る
な
ら
、
濃
と
淡
は
、
同
一
の
色
に
お
け
る
調
子
の
差
と

し
て
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
濃
彩
と
淡
彩
と
の
使
い
分
け
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
着
色

と
水
墨
と
の
描
き
分
け
と
し
て
解
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
を
解
す
る
た
め
に 

「
丹
青
花
草
春
描
畫
、
水
墨
林
泉
秋
寫
成
」（
註
42
）の
詩
句
を
参
照
し

て
お
こ
う
。
幕
末
か
ら
明
治
前
期
に
か
け
て
京
都
を
拠
点
に
し
な
が
ら 

「
万
里
の
道
を
ゆ
く
」 

活
動
を
し
た
伊
予
国
松
山
藩
三
津
浜
出
身
の
文
人
画
家
、
天
野
方
壺
が
好
ん
で
用
い
た
印
に 「
丹

靑
華
艸
春
描
畫
水
墨
林
泉
秋
寫
成
」 

の
詩
句
が
刻
さ
れ
た
白
文
印
が
あ
る
が
、
中
林
竹
洞
や
貫

名
海
屋
に
書
画
法
を
学
び
つ
つ
土
佐
光
孚
に
着
色
法
を
学
び
、
椿
椿
山
に
も
師
事
し
た
方
壺
の

画
業
の
幅
の
広
さ
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
こ
の
詩
句
へ
の
彼
の
愛
着
に
は
、
何
で
も
描
き
得
る
自

身
の
画
技
へ
の
自
負
が
窺
え
る
（
註
43
）。

　

冠
岳
の 

「
濃
淡
両
宜
婁
」 

に
も
同
じ
よ
う
に
、
着
色
画
で
も
墨
画
で
も
自
在
に
、
適
切
に
描

き
分
け
る
自
身
の
画
技
へ
の
自
信
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
る
こ
と
を
提
案
し

た
い
。

十
三　

歴
史
画

　

白
文
方
印 

「
濃
淡
両
宜
婁
」 

は
、
近
年
発
見
さ
れ
た
絹
本
着
色 

《
菊
池
武
光
像
》 

一
幅 

（
愛
媛

県
美
術
館
蔵
） 

に
も
捺
さ
れ
て
い
る
。
南
朝
の
忠
臣
、
菊
池
武
光
が
筑
後
川
に
お
け
る
激
戦
で

北
朝
の
軍
を
破
り
、
太
刀
を
洗
う
べ
く
赴
い
た
川
辺
で
、
い
な
な
く
馬
を
背
後
に
従
え
、
川
の

水
で
洗
わ
れ
た
己
の
太
刀
を
見
詰
め
て
い
る
様
子
を
、
颯
爽
と
英
雄
的
に
、
し
か
も
威
厳
あ
る

姿
に
描
き
上
げ
た
作
品
で
、
筆
致
は
端
整
、
着
色
は
鮮
麗
で
あ
り
、
冠
岳
の
円
熟
し
た
画
境
を

伝
え
る
。

　

だ
が
、
こ
の
菊
池
武
光
と
い
う
画
題
は
、
江
戸
時
代
以
前
に
は
描
か
れ
た
例
が
殆
ど
な
い
に

等
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
描
い
た
例
と
し
て
は
、
菊
池
武
光
の
遠
孫
の
菊
池
容

斎
に
よ
る
明
治
五
年 

（
一
八
七
二
） 

の
作
品
が
知
ら
れ
る
が
（
註
44
）、
そ
も
そ
も
菊
池
武
光
と
い

う
歴
史
上
の
人
物
を
画
題
と
し
て
定
着
さ
せ
た
の
が
菊
池
容
斎
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
考
え

る
な
ら
、
冠
岳
の
こ
の
作
品
は
菊
池
武
光
の
故
実
を
画
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
早
い
例
の
一
つ

で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

　

賛
と
落
款
を
見
て
み
よ
う
。
画
面
の
右
下
に
あ
る
落
款
に
は 

「
以
従
一
位
前
紀
公
賜
墨
写
之

冠
岳
沖
庸
正
」 

と
記
さ
れ
、
朱
文
方
印 

「
沖
庸
」 

と
白
文
方
印 

「
濃
淡
両
宜
婁
」 

が
捺
さ
れ
て
い

る
。
賛
は
二
つ
あ
り
、
画
面
の
上
部
の
右
側
に 「
従
六
位
源
茂
任
」 

の
署
名
と
と
も
に 「
筑
後
川

楚
々
具
津
る
き
丹
ほ
と
者
し
累
血
与
り
も
赤
し
万
す
ら
雄
心
」 

の
歌
一
首
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り

も
や
や
左
上
に
は 

「
忠
見
」 

の
署
名
を
伴
っ
た 

「
も
ゝ
草
は
霜
爾
枯
行
万
可
紀
爾
も
猶
い
路
可

遍
ぬ
菊
能
飛
と
本
」 

の
歌
一
首
が
あ
る
。

　

落
款
は 

「
従
一
位
前
紀
公
の
賜
り
し
墨
を
以
て
之
を
写
き
冠
岳
沖
庸
が
正
す
」 

と
読
め
る
。

「
従
一
位
前
紀
公
」 

と
は
誰
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
公
卿
補
任
を
江
戸
時
代
後
期
の
数
十
年
間
に
関

し
て
眺
め
て
も 

「
前
紀
」 

の
名
は
見
当
た
ら
な
い
し
、
武
家
で
考
え
れ
ば
、
紀
州
徳
川
家
の
第

十
代
藩
主
で
、
従
一
位
に
叙
せ
ら
れ
た
徳
川
治
寶
の
ほ
か
に
は
該
当
者
が
い
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。｢

前
紀
公｣ 

は
前
紀
州
候
の
意
に
解
さ
れ
得
る
。
明
和
八
年 

（
一
七
七
一
） 

生
で
嘉

永
五
年 

（
一
八
五
三
） 

に
八
十
二
歳
で
逝
去
し
た
彼
は
学
問
を
好
ん
だ
文
人
大
名
で
あ
り
、
本

居
宣
長
の
庇
護
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
冠
岳
が
徳
川
治
寶
に
接
し
得
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
時
期
は
、
冠
岳
が
江
戸
へ
出
て
間
も
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
嘉
永
年
間
ま
で
の
こ
と
、
し
か

も
徳
川
治
寶
の
逝
去
し
た
嘉
永
五
年
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
も
二
十

年
も
前
に
隠
居
し
て
当
時
は
既
に
前
紀
州
侯
と
な
っ
て
い
た
徳
川
治
寶
の
晩
期
の
こ
と
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
市
井
の
画
家
で
し
か
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
冠
岳
と
紀
州
徳
川
家
の

江戸文苑の画家 沖冠岳　――経歴に関する史料の研究
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御
隠
居
と
の
接
点
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
御
隠
居
が
国
学
を
奨
励

し
た
文
人
だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
ど
こ
か
の
書
画
会
で
接
す
る
機
会
を
得
た
可
能
性

は
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、 「
従
一
位
前
紀
公
の
賜
り
し
墨
を
以
て
」 

画
を
制
作
す
る

こ
と
は
、
墨
を
賜
っ
て
以
後
で
あ
れ
ば
何
時
で
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
従
一
位
前

紀
公
か
ら
墨
を
賜
っ
た
の
は
嘉
永
年
間
だ
と
し
て
も
、
そ
の
墨
を
用
い
て
画
を
制
作
し
た
の
は

明
治
初
期
で
あ
り
得
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
画
に
賛
を
着
け
た
人
々
二
名
と
、
従
一
位
前
紀
公
と

の
間
に
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
と
し
て
も
何
の
問
題
も
な
い
。

　

二
つ
の
賛
の
内
、 「
従
六
位
源
茂
任
」 
の
歌
一
首
は 

「
筑
後
川　

そ
そ
ぐ
つ
る
ぎ
に　

ほ
と
ば

し
る　

血
よ
り
も
赤
し　

ま
す
ら
を
心
」 
で
あ
り
、
筑
後
川
の
合
戦
で
北
朝
方
の
軍
を
撃
破
し

た
の
ち
太
刀
を
川
で
洗
う
菊
池
武
光
の
姿
に
、
偉
大
な
英
雄
の
魂
を
感
じ
て
詠
い
上
げ
て
い
る
。

従
六
位
源
茂
任
が
何
者
で
あ
る
の
か
は
未
だ
判
ら
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

も
う
一
つ
の
歌
は 

「
も
も
草
は　

霜
に
枯
れ
行
く　

ま
が
き
に
も　

な
ほ
色
か
へ
ぬ　

菊
の

ひ
と
も
と
」 

で
あ
り
、
た
と
え
世
の
多
く
の
武
将
が
北
朝
方
へ
転
向
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も

決
し
て
変
節
す
る
こ
と
な
く
南
朝
の
天
皇
の
た
め
に
戦
い
続
け
た
菊
池
武
光
と
菊
池
家
の
忠
義

を
高
ら
か
に
称
賛
し
て
い
る
。
こ
の
歌
を
詠
ん
だ 

「
忠
見
」 

は
誰
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
仮
説
と

し
て
、
今
治
藩
に
仕
え
て
い
た
医
師
で
、
国
学
者
で
も
あ
り
、『
愛
媛
面
影
』 
を
著
し
て 「
愛
媛
」 

と
い
う
地
名
の
提
唱
者
と
も
な
っ
た
梧
庵
こ
と
半
井
忠
見
を
想
定
し
て
み
た
い
（
註
45
）。

　

こ
の
よ
う
に
落
款
に
も
賛
に
も
興
味
深
い
内
容
を
含
有
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
菊

池
武
光
と
い
う
画
題
の
選
択
が
極
め
て
興
味
深
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
冠
岳
に
は
、
歴
史

画
家
と
し
て
の
活
動
も
あ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
歴
史
画
家
と
し
て
の
境
地
を
切

り
拓
い
て
ゆ
く
可
能
性
も
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
作
品
が
物
語
っ
て
い
る
。

　

歴
史
画
の
例
と
し
て
、
も
う
一
点
、
絹
本
着
色 

《
武
人
図
》 

一
幅
（
註
46
）
を
見
て
お
き
た
い
。

落
款
の
様
式
か
ら
二
十
歳
代
か
ら
三
十
歳
代
に
か
け
て
の
作
か
と
想
像
さ
れ
よ
う
か
。
な
か
な

か
奇
妙
な
図
だ
が
、
砂
浜
の
石
の
上
に
腰
掛
け
る
武
将
が
弓
を
構
え
、
三
匹
の
鬼
が
そ
の
弓
の

弦
を
引
こ
う
と
し
て
力
を
合
わ
せ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
鎮
西
八
郎
為
朝
の
像
に
他
な
ら
な
い
。

典
拠
は
曲
亭
馬
琴
の
作
、
葛
飾
北
斎
の
画
に
よ
る
読
本 

『
鎮
西
八
郎
為
朝
外
伝　

椿
説
弓
張
月
』 

に
相
違
な
い
。
文
化
八
年 （
一
八
一
一
） 

に
北
斎
が
描
い
て
馬
琴
が
着
賛
し
た
肉
筆
画 《
鎮
西
八

郎
為
朝
図
》 

も
大
英
博
物
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
が
（
註
47
）、
そ
れ
と
比
較
す
る
と
き
、
冠
岳
の

描
い
た
源
為
朝
の
像
は
極
め
て
異
様
に
映
る
。
流
人
の
姿
と
し
て
見
る
な
ら
現
実
味
が
あ
る
と

い
え
な
く
も
な
い
が
、
勇
ま
し
い
若
武
者
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
こ
と
の
多
い
源
為
朝
の
一
般

的
な
像
か
ら
は
余
り
に
も
遠
い
。
何
を
描
い
た
画
で
あ
る
の
か
、
そ
の
題
を
容
易
に
は
判
読
で

き
な
い
像
で
あ
る
と
い
え
る
。
実
の
と
こ
ろ
冠
岳
の
狙
い
は
そ
こ
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
一
幅
の
画
で
謎
を
か
け
、
文
人
同
士
で
談
笑
し
つ
つ
謎
を
解
く
遊
戯
の
場
が
前
提
さ
れ
て

こ
そ
、
こ
の
奇
妙
な
表
現
が
活
き
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

十
四　

冠
岳
略
伝

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
冠
岳
の
経
歴
を
書
い
て
み
よ
う
。

　

沖
冠
岳
は
、
沖
を
姓
と
し
、
名
を
庸
と
い
い
、
初
め
は
冠
岳
の
号
を
用
い
た
が
、
一
時
は
冠

翠
へ
号
を
改
め
、そ
の
後
、再
び
冠
岳
へ
号
を
戻
し
た
。
別
号
に
天
真
堂
、蠖
堂
、玉
菴 （
玉
葊
）、

桂
峰
、
暘
谷
が
あ
っ
た
。

　

冠
岳
沖
庸
は
文
化
十
四
年 

（
一
八
一
七
） 

に
伊
予
国
で
生
ま
れ
た
。
本
来
の
姓
は
中
川
で
、

沖
と
改
め
た
の
は
冠
岳
自
身
だ
っ
た
。
初
め
郷
里
の
今
治
で
山
本
雲
溪
に
画
を
学
ん
だ
と
の
伝

承
も
あ
る
が
、
や
が
て
京
へ
上
っ
て
岸
家
の
門
に
入
り
、
本
格
的
に
画
を
学
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
江
戸
へ
居
を
移
し
、
遅
く
と
も
嘉
永
年
間
以
降
は
、
江
戸
の
文

人
画
壇
で
大
い
に
活
躍
し
た
こ
と
が
当
時
の
書
画
会
の
引
札
や
文
人
名
鑑
、
書
画
番
付
等
に

よ
っ
て
判
明
す
る
。
こ
の
時
期
の
特
に
重
要
な
出
来
事
と
し
て
、
嘉
永
三
年 

（
一
八
五
〇
） 

三

月
二
十
八
日
、
湯
島
天
神
境
内
の
松
金
楼
で
冠
岳
を
会
主
と
し
、
喜
多
武
清
と
佐
竹
永
海
、
大

西
椿
年
を
補
助
に
迎
え
た
書
画
会
の
開
催
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
冠
岳
が
他
の

文
人
の
書
画
会
で
補
助
を
つ
と
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

嘉
永
年
間
に
は
駿
河
薹
に
住
ん
で
い
た
が
、
安
政
二
年 

（
一
八
五
五
） 

三
十
九
歳
の
三
月
に

伊
勢
国
神
戸
藩
の
本
多
家
に
仕
官
し
、
こ
れ
に
伴
い
、
同
家
の
下
屋
敷
の
敷
地
内
と
見
ら
れ
る
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特
集
展
示 

「
生
誕
百
九
十
年　

沖
冠
岳
」。
主
催
は
愛
媛
県
美
術
館
。
会
場
は
同
館
常
設
展
示
室
一
。 

会
期
は

二
〇
〇
七
年
五
月
三
十
日
か
ら
八
月
六
日
ま
で
。
愛
媛
県
美
術
館
蔵
の 

《
梅
狗
図
》、 《
五
節
句
図
》、
今
治
城

蔵
の 《
四
季
花
鳥
図
屏
風
》、《
流
水
響
空
山
図
》、
法
華
寺
蔵
の 《
旭
日
に
猪
図
》、《
月
に
雁
図
》、 《
猛
虎
図
》、

《
月
下
吼
虎
図
》、 《
富
士
越
龍
図
》、 《
双
鶴
・
山
水
図
》、 《
三
顧
図
屏
風
》 

六
曲
一
双
、
個
人
蔵
の 

《
百
猩
々

図
》、 《
旭
日
図
》、 《
旗
幟
図
》、 《
武
人
図
》 

の
計
十
五
点
を
出
品
。内
、 《
百
猩
々
図
》 

と 《
旗
幟
図
》 

の
二
点
は
、

二
〇
一
一
年
三
月
、
愛
媛
県
美
術
館
が
収
蔵
し
た
。

企
画
展 

「
つ
な
が
る
／
つ
な
げ
る　

愛
媛
ゆ
か
り
の
芸
術
家
た
ち
」。
主
催
は
愛
媛
県
美
術
館
。
会
場
は
同
館

常
設
展
示
室
。
会
期
は
二
〇
一
〇
年
の
十
月
九
日
か
ら
十
一
月
二
十
八
日
ま
で
。
冠
岳
の
作
品
と
し
て
は
、
個

人
蔵
の 

《
百
猩
々
図
》、 《
旗
幟
図
》、 《
虎
之
図
》、 《
月
梅
図
》、 《
旭
日
図
》、 《
武
人
図
》、 《
猿
図
》、 《
菊
池
武
光

像
》、 《
四
季
花
鳥
図
》 

双
幅
、 《
煮
茶
・
観
瀑
図
》 

双
幅
、 《
櫻
花
群
猿
図
》、 《
猛
虎
図
》、 《
動
物
図
屏
風
》 

六
曲

一
双
、 《
山
水
図
屏
風
》 

六
曲
一
隻
を
出
品
。
内
、
註
1
に
も
挙
げ
た 

《
百
猩
々
図
》、 《
旗
幟
図
》 

の
二
点
に 

《
虎
之
図
》、 《
菊
池
武
光
像
》、 《
四
季
花
鳥
図
》 

双
幅
、 《
煮
茶
・
観
瀑
図
》 

双
幅
の
四
点
を
加
え
た
計
六
点
は
、

二
〇
一
一
年
三
月
、
愛
媛
県
美
術
館
が
収
蔵
し
た
。

愛
媛
県
美
術
館
編 

『
つ
な
が
る
／
つ
な
げ
る　

愛
媛
ゆ
か
り
の
芸
術
家
た
ち
』（
平
成
二
十
二
年
、
愛
媛
県
美
術

館
）。
取
り
上
げ
た
作
家
は
全
十
三
名
で
、
図
版
目
録
で
は
各
作
家
に
各
三
頁
を
割
い
た
。
冠
岳
に
つ
い
て
は

九
頁
に
略
伝
、
一
〇
頁
と
一
一
頁
に
作
品
十
四
点
の
図
版
を
掲
載
し
た
。

セ
キ
美
術
館
編 『
開
館
十
周
年
記
念 「
愛
媛
・
感
動
の
美
術
家
た
ち
展
」 

第
一
期
展　

江
戸
か
ら
明
治
─
愛
媛
美

術
の
黎
明
か
ら
開
花　

江
戸
・
明
治
の
絵
師
た
ち
と
正
岡
子
規
』（
二
〇
〇
六
年
十
一
月
一
日
、
セ
キ
美
術
館
）。

結
城
素
明 『
東
京
美
術
家
墓
所
誌
』（
一
九
三
六
年
十
二
月
八
日
、
私
家
版
）、
七
二
頁
。

太
政
官 『
公
文
録
神
戸
藩
之
部
』 

七
十
九
頁
の
文
書 「
一
今
治
藩
士
族
沖
冠
岳
外
一
名
雇
置
候
処
本
人
依
願
歸
藩

引
渡
届
」。
国
立
公
文
書
館
蔵
。
こ
の
文
書
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
冠
岳
子
孫
の
沖
氏
か
ら
御
教
示
を
得
た
。

玉
田
榮
二
郎
等
編 『
今
治
市
誌
』（
一
九
四
三
年
の
三
月
二
十
五
日
、
今
治
市
） 

の
第
五
編
第
七
章 「
人
物
傳
」。

矢
野
徹
志 

『
愛
媛
の
近
世
画
人
列
伝
―
伊
予
近
世
絵
画
の
流
れ
』（
一
九
九
五
年
三
月
三
十
一
日
、
愛
媛
県
）、

二
一
八
頁
。

若
林
喜
三
郎
教
授
の
論
文 

「『
旧
伊
勢
神
戸
藩
主
本
多
家
史
料
』 

の
概
要
―
そ
の
緒
言
と
序
章
―
」、 『
大
手
前

女
子
大
学
論
集
』 

二
十
一
号 

（
一
九
八
七
年
）、 「
本
田
家
の
維
新
資
料
」、 『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』 

二
十

号 

（
一
九
八
六
年
）、 「
本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景
」、 『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』 

十
六
号

（
一
九
八
二
年
） 
等
。

前
掲 

「『
旧
伊
勢
神
戸
藩
主
本
多
家
史
料
』 

の
概
要
―
そ
の
緒
言
と
序
章
―
」、 

一
一
三
頁
の 

「
神
戸
藩
主
本
多

家
歴
代
一
覧
」。
若
林
喜
三
郎 

「
本
田
忠
升
の 

『
旅
の
夢
』 

に
つ
い
て
」、 『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』 

十
九
号

註（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

江戸文苑の画家 沖冠岳　――経歴に関する史料の研究
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高
輪
庚
申
横
丁
に
住
所
を
定
め
た
。
号
を
冠
岳
か
ら
冠
翠
へ
改
め
た
の
は
、
こ
の
高
輪
庚
申
横

丁
に
住
ん
だ
期
間
の
内
、
安
政
四
年 

（
一
八
五
七
） 

四
十
一
歳
の
頃
か
ら
数
年
間
で
は
な
か
っ

た
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

文
久
三
年 
（
一
八
六
三
） 

四
十
七
歳
の
八
月
に
は
神
戸
藩
士
の
身
分
の
ま
ま
本
多
家
の
下
屋

敷
を
出
て
、
麻
布
市
兵
衞
町
へ
居
住
し
始
め
た
。
こ
の
頃
か
ら
号
を
冠
岳
へ
戻
し
、
画
業
も
一

段
と
活
発
化
さ
せ
た
ろ
う
か
。
元
治
元
年 

（
一
八
六
四
） 

四
十
八
歳
の
十
月
に
は
、
品
川
の
旗

岡
八
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
大
絵
馬 

《
猿
駒
止
》 

を
制
作
し
、
明
治
三
年 

（
一
八
七
〇
） 

三
月
に

は
、
東
京
浅
草
の
金
龍
山
浅
草
寺
に
奉
納
さ
れ
た
大
絵
馬 《
四
睡
》 

を
制
作
し
た
。

　

明
治
四
年 

（
一
八
七
一
） 

五
十
五
歳
の
と
き
神
戸
藩
か
ら
今
治
藩
へ
士
族
と
し
て
帰
藩
し
た

が
、
や
が
て
書
類
上
の
帰
藩
だ
け
で
は
な
く
実
際
に
も
今
治
へ
遊
歴
し
た
と
見
ら
れ
、
同
年
の

秋
以
降
に
は
、
今
治
の
大
浜
八
幡
神
社
や
讃
岐
の
金
刀
比
羅
宮
、
安
芸
の
厳
島
神
社
等
へ
奉
納

さ
れ
た
大
絵
馬
を
制
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
明
治
維
新
後
の
東
京
の
文
人
画
壇
で
も
、
大
沼
枕
山
や
関
雪
江
、
福
島
柳
圃
等
と
の

永
年
の
交
友
を
継
続
し
て
い
た
の
に
加
え
て
、
松
本
楓
湖
門
下
の
人
々
や
川
上
冬
崖
、
奥
原
晴

湖
の
よ
う
な
新
時
代
の
画
家
た
ち
と
も
接
し
て
い
た
。

　

明
治
九
年 

（
一
八
七
六
） 

七
月
二
十
五
日
に
逝
去
。
享
年
六
十
。
墓
所
は
本
郷
区
駒
込
蓬
莱

町
一
七
の
大
林
寺 （
曹
洞
宗
） 

に
あ
っ
た
が
、
墓
石
は
不
明
。
天
眞
院
冠
岳
清
雪
居
士
。

　

以
上
が
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
で
き
た
冠
岳
の
略
歴
で
あ
り
、
い
わ
ば
現
時
点
に
お
い
て

最
も
正
確
で
総
合
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
略
歴
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
冠
岳
の
生
涯
、
経
歴
に
つ
い
て
考
証
す
る
に
は
、
当
時
の
江
戸
の
文
人
に
関
す
る

史
料
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
う
し
た
史
料
の
物
語
る
と
こ
ろ
を
解
す

る
に
は
、
当
時
の
文
人
た
ち
の
世
界
、
い
わ
ば
江
戸
の
藝
林
、
文
苑
の
様
子
を
知
る
必
要
も
あ

る
に
相
違
な
い
。
そ
の
過
程
で
は
、
同
じ
く
伊
予
の
画
家
で
あ
る
宇
和
島
藩
の
大
内
蘚
圃
や
西

条
藩
の
小
林
西
薹
に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
。
作
品
の

調
査
を
進
め
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
課
題
に
も
取
り
組
ん
で
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。



（
一
九
八
五
年
）。

畑
銀
雞 

『
書
畫
薈
粹
』 

第
二
編
の
地 

（
第
二
冊
）、 

安
政
六
年 

（
一
八
五
九
） 

三
月
序
刊
、
江
戸
燕
石
樓
藏
版
。

東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
の
加
賀
文
庫
の
も
の
が 

『
近
世
人
名
録
集
成
』 

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
冠
岳
に
関
す

る
史
料
と
し
て 

『
書
畫
薈
粹
』 

に
最
初
に
言
及
し
た
の
は
、
前
掲 

『
愛
媛
の
近
世
画
人
列
伝
』 

で
あ
り 

（
同
書

二
二
四
―

二
二
五
頁
）、
史
料
名
や
引
用
文
に
若
干
の
誤
り
は
あ
っ
た
が
、
重
要
な
成
果
だ
っ
た
。

景
山
致
恭 
『
芝　

三
田　

二
本
榎　

高
輪
邉
繪
圖
』、
安
政
四
年 

（
一
八
五
七
） 

改
正
、
麹
町
六
丁
目
、
尾
張
屋

清
七
版
。
人
文
社
編
集
部
編 

『
古
地
図
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
別
冊　

切
絵
図
・
現
代
図
で
歩
く　

江
戸
東
京
散
歩
』 

所
収
。

秋
山
英
一 『
小
児
科
の
名
医　

猿
画
の
大
家　

山
本
雲
溪
』（
一
九
六
一
年
、 「
雲
溪
伝
」 

刊
行
会
）、
六
二
頁
。

田
邊
昌
平 

「
岸
駒
の
生
没
享
年
と
作
風
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
岸
矩
・
雅
楽
助
時
代
を
中
心
と
し
て
」、
敦
賀
市

立
博
物
館
編 

『
特
別
展　

京
都
画
壇　

岸
派
の
展
開
』（
二
〇
〇
五
年
、
敦
賀
市
立
博
物
館
）。
岸
駒
の
隠
棲
に

つ
い
て
は
、
狩
野
博
幸 『
江
戸
絵
画
の
不
都
合
な
真
実
』（
二
〇
一
〇
年
、
筑
摩
書
房
）、
五
九
―

一
八
五
頁
。

見
立
番
付 『
江
戸
現
在
画
家
品
評
』。
番
付
の
左
下
に 「
嘉
永
己
酉
秋
」 

の
年
記
が
あ
る
。『
雪
江
先
生
貼
雑
』（
国

立
公
文
書
館
蔵
） 

所
収
。
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
解
説 
『
内
閣
文
庫
影
印
叢
刊　

雪
江
先
生
貼
雑
』 

上
下
二

冊 （
一
九
九
八
年
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
） 

の
資
料
九
七
番
。

平
亭
銀
雞 （
畑
銀
雞
）『
現
存
雷
名
江
戸
文
人
壽
命
附
』。
徳
島
県
立
図
書
館
蔵 （
森
文
庫
）。『
近
世
人
名
録
集
成
』 

は
東
京
都
立
中
央
図
書
館
の
加
賀
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る 

『
現
存
雷
名
江
戸
文
人
壽
命
附
』 

を
収
録
し
、
刊

行
年
を
初
編
に
つ
い
て
は
嘉
永
二
年
、
二
編
に
つ
い
て
は
嘉
永
三
年
と
判
断
し
て
い
る
。
た
だ
し
加
賀
文
庫
本

に
は
数
頁
に
わ
た
る
欠
損
が
あ
る
よ
う
で
、
冠
岳
の
記
事
を
欠
い
て
い
る
。
ゆ
え
に
欠
損
が
な
い
と
見
ら
れ
る

徳
島
県
立
図
書
館
の
森
文
庫
本
を
使
用
し
た
。
ち
な
み
に
、
大
村
西
崖
が
森
鷗
外
の
支
援
を
得
て
刊
行
し
た
明

治
期
の
美
術
雑
誌 

『
美
術
評
論
』 

の
第
七
号 

（
明
治
三
十
一
年
二
月
五
日
刊
） 

に
は 

「
史
傳
」 
と
し
て 

『
江
戸
文

人
壽
命
附
』 

が
抄
録
さ
れ
、
冠
岳
の
記
事
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る 

（
同
誌
の
三
二
頁
）。
こ
の
史
料
を
同
誌
に

抄
録
し
た
理
由
は 

「
こ
は
嘉
永
元
年
平
亭
銀
雞
の
著
す
と
こ
ろ
な
り
。
依
り
て
畫
人
の
住
所
及
當
時
の
世
評
を

知
る
べ
き
を
以
て
、
こ
ゝ
に
こ
れ
を
抄
録
す
」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
史
料
の
刊
行
年
は
嘉
永
元
年
と
判
断
さ

れ
て
い
る
。

畑
銀
雞
編 『
江
戸
文
人
藝
園
一
覧
』、
嘉
永
三
年 （
一
八
五
〇
） 

三
月
、
江
戸
、
川
村
儀
右
衞
門
・
平
林
庄
五
郎
刊
。

東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵 （
東
京
誌
料
）。『
近
世
人
名
録
集
成
』 

所
収
。

冠
岳
沖
庸 『
書
畫
會　

三
月
二
十
八
日
』。『
雪
江
先
生
貼
雜
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
） 

所
収
。
前
掲 『
内
閣
文
庫
影

印
叢
刊　

雪
江
先
生
貼
雑
』 

の
資
料
五
四
番
。

関
雪
江 

『
四
月
廿
二
日　

新
居
發
會
』。 

『
雪
江
先
生
貼
雜
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
） 

所
収
。
前
掲 

『
内
閣
文
庫
影

印
叢
刊　

雪
江
先
生
貼
雑
』 

の
資
料
八
八
番
、
八
九
番
。
記
さ
れ
て
い
る 

「
補
助
」 

四
十
八
名
の
名
は
、
武
清
、

琴
薹
、
隆
古
、
文
雄
、
永
海
、
樂
水
、
伊
洲
、
南
溟
、
神
通
、
抱
山
、
游
清
、
逸
齋
、
雲
煙
、
董
齋
、
玉
堂
、

同
齋
、
一
峨
、
鼎
齋
、
文
鳳
、
雲
山
、
水
亭
、
湖
山
、
蘆
屋
、
椿
年
、
秋
峰
、
雪
堤
、
龍
眠
、
焉
馬
、
秋
巖
、

惟
草
、
立
兆
、
鵞
湖
、
文
二
、
梅
溪
、
武
一
、
冠
岳
、
銀
鶏
、
蔣
塘
、
雲
鳳
、
峴
山
、
綾
瀬
、
凌
雲
、
訥
庵
、

石
寶
、
枕
山
、
南
華
、
椿
山
、
磐
梯
。

朝
岡
興
禎
著
、
太
田
謹
補 

『
增
訂
古
畫
備
考
』（
一
九
〇
四
年
刊
、
一
九
七
〇
年
復
刻
、
一
九
八
三
年
再
版
、
思

文
閣
出
版
）、
一
二
九
七
頁
。
録
さ
れ
た
名 （
落
款
） 

は
香
鶴
松
堂
、
草
川
、
全
樂
齋
、
探
淵
、
勝
川
、
探
原
守
經
、

立
信
、
内
記
、
桂
舟
弘
延
、
眞
笑
、
探
龍
守
玉
、
素
川
、
宗
益
景
信
、
梅
軒
則
信
、
雲
溪
俊
信
、
玉
圓
、
洞
白
陳
信
、

養
福
、
洞
和
、
探
水
齋
、
七
十
二
翁
圓
洲
、
有
輝
清
原
、
晴
春
、
林
齋
、
晴
水
、
雲
峰
、
閑
林
、
文
雍
、
可
菴

武
消
鶴
翁
、
椿
年
、
鶴
川
、
容
齋
、
元
桂
、
南
山
、
雲
洞
、
羽
民
、
丙
午
夏
適
山
、
乙
巳
槐
雲
樓
董
泉
、
北
溟
、

雪
庵
、
是
眞
、
翠
巒
、
東
園
、
霞
舫
、
春
鷗
、
玄
覽
、
冠
岳
蠖
堂
、
三
拙
、
白
泉
、
雪
翁
、
文
雍
、
閑
林
。

朝
葊
度
義 

『
發
會
二
月
廿
四
日
本
日
諸
先
生
席
上
揮
毫
』。『
雪
江
先
生
貼
雜
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
） 

所
収
。
前

掲 

『
内
閣
文
庫
影
印
叢
刊　

雪
江
先
生
貼
雑
』 

の
資
料
四
二
五
番
。 「
於
兩
國
柳
橋
萬
八
樓　

開
筵
仕
候　

不

論
晴
雨　

四
方
之
諸
君
子
御
賁
臨
奉
希
候
」 

と
記
し
、「
補
助
」 

と
し
て
萩
原
秋
巖
、
藤
堂
凌
雲
、
鷲
津
毅
堂
、

大
沼
枕
山
、
長
谷
川
雪
堤
、
町
田
文
圭
、
福
島
柳
圃
、
篠
田
雲
鳳
、
巻
菱　

、
真
下
晩
菘
、
關
根
孔
年
、
川
島

蘭
洲
、
關
雪
江
、
長
山
樗
園
、
服
部
波
山
、
鈴
木
鵞
湖
、
栗
山
石
寶
、
深
瀬
借
山
、
沖
冠
岳
、
中
澤
雪
城
、
大

竹
蒋
塘
、
梅
澤
台
陽
、
高
齋
單
山
、
横
山
湖
山
の
名
を
挙
げ
る
。

松
靄
道
人
輯 

『
安
巳
新
撰
文
苑
人
名
録
』
。
安
政
四
年 

（
一
八
五
七
） 

刊
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵 

（
加
賀
文

庫
）。 『
近
世
人
名
録
集
成
』 

所
収
。

細
谷
義
兵
衞 

（
弘
文
堂
主
人
） 

編 

『
安
政
文
雅
人
名
録
』 

安
政
七
年
版
。
安
政
七
年 

（
一
八
六
〇
） 

二
月
以
後
、

江
戸
、
細
谷
義
兵
衞 （
弘
文
堂
） 

刊
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵 （
東
京
誌
料
）。 『
近
世
人
名
録
集
成
』 

所
収
。

『
江
戸
現
在
廣
益
諸
家
人
名
録
』 

三
編
。
文
久
元
年 （
一
八
六
一
） 

夏
刊
。
江
戸
、須
原
屋
佐
助 （
金
花
堂
） 

蔵
版
。

東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵 （
特
別
買
上
文
庫
）。 『
近
世
人
名
録
集
成
』 

所
収
。

細
谷
義
兵
衞 

（
弘
文
堂
主
人
） 

編 

『
文
久
文
雅
人
名
録
』 

文
久
三
年
版
。
文
久
三
年 

（
一
八
六
三
）、
江
戸
、
細

谷
義
兵
衞 （
弘
文
堂
） 

刊
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵 （
加
賀
文
庫
）。 『
近
世
人
名
録
集
成
』 

所
収
。

甲
藤
勇 

『
土
佐
画
人
伝
』 

三
〇 

「
狩
野
派
片
々
」、 『
高
知
新
聞
』 

昭
和
五
十
二
年 

（
一
九
七
七
） 

三
月
二
十
三
日

号
。
高
知
県
立
図
書
館
蔵
。

奥
定
一
孝 

「
沖
冠
岳
」、
愛
媛
新
聞
社
編 

『
伊
予
の
画
人
』（
一
九
八
六
年
十
一
月
十
五
日
、
愛
媛
新
聞
社
）、

七
二
―

七
三
頁
。
前
掲 

『
愛
媛
の
近
世
画
人
列
伝
』、
二
二
三
―

二
二
四
頁
。
後
者
で
は
、
冠
岳
が
天
保
年
間
に

既
に
江
戸
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
の
、
も
う
一
つ
の
根
拠
と
し
て 

『
書
畫
薈
粹
』 

の
初
編
が
天
保
三
年
の
刊
で

あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
だ
が
、
確
か
に
安
政
六
年
の 

『
書
畫
薈
粹
』 

第
二
編
に
は
冠
岳
の
記
事
が
あ
る
が
、

『
近
世
人
名
録
集
成
』 
所
収
の
加
賀
文
庫
本
を
見
る
限
り
、
天
保
三
年
の
初
編
に
冠
岳 

（
ち
な
み
に
当
時
は
十
六
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歳
） 

の
記
事
は
な
い
。

天
竺
浪
人
戯
述 

『
書
畫
會
肝
煎
鍋
』（
又
は 

『
書
畫
會
き
も
い
り
な
べ
』）、
天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

閏
四
月
刊
。

東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵 

（
加
賀
文
庫
）。
天
竺
浪
人
は
本
草
学
者
の
阿
部
喜
任 

（
号
櫟
斎
） 

の
こ
と
。
阿
部
喜

任
に
つ
い
て
は
、
平
野
満 

「
幕
末
の
本
草
学
者
阿
部
喜
任 

（
櫟
斎
） 

の
年
譜
」、 『
参
考
書
誌
研
究
』 

第
五
十
六
号

（
二
〇
〇
二
年
三
月
、
国
立
国
会
図
書
館
専
門
資
料
部
）。

今
治
藩 『
寄
留
人
取
調
帳
』。
今
治
市
立
中
央
図
書
館
蔵
。

前
掲 『
伊
予
の
画
人
』、
七
四
頁
。
前
掲 『
愛
媛
の
近
世
画
人
列
伝
』、
二
二
七
頁
。

揖
斐
高 『
江
戸
の
文
人
サ
ロ
ン　

知
識
人
と
芸
術
家
た
ち
』（
二
〇
〇
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
六
頁
。

前
掲 

「『
旧
伊
勢
神
戸
藩
主
本
多
家
史
料
』 

の
概
要
─
そ
の
緒
言
と
序
章
─
」 

の 

「
神
戸
藩
主
本
多
家
歴
代
一

覧
」。

『
金
龍
山　

浅
草
寺　

絵
馬
図
録
』（
一
九
七
八
年
十
月
十
五
日
発
行
、
一
九
八
七
年
六
月
十
八
日
第
二
版
発
行
、

金
龍
山
浅
草
寺
）、
図
版
二
二
番
。

前
掲
『
今
治
市
誌
』
に
は
、
浅
草
寺
伝
法
院
日
並
記
か
ら
の
引
用
文
が
「
奉
納
之
義
ニ
付
左
ニ
申
出
、
乍
恐
以

書
付
奉
願
上
候
、今
般
御
開
帳
ニ
付
…
額
面
奉
納
仕
度
候
、尤
…
御
開
帳
濟
之
上
者
、御
本
堂
に
奉
掛
度
願
上
…
。

麻
布
市
兵
衞
町　

庚
午
三
月　

願
主　

沖
冠
岳
」 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
浅
草
寺
日
記
の
原
本
に
つ
い
て
は
未
調

査
。

樂
亭
主
人
記 

『
書
画
一
覽
』、
明
治
八
年 

（
一
八
七
五
） 

九
月
改
。
瀬
木
慎
一 
『
江
戸
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
の

美
術
番
付
集
成　

書
画
の
価
格
変
遷
二
〇
〇
年
』（
二
〇
〇
〇
年
、里
文
出
版
）、 
三
六
頁
。
な
お
、こ
の 

『
江

戸
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
美
術
番
付
集
成
』 

二
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
別
の
番
付 
『
現
故
書
畫
高
名
一
覽
』 

に
も
、
そ
の
右
下
の 

「
沈
宋
雅
尚
」 

の
欄
に 

「
江
戸　

沖
冠
翠
」 

が
あ
る
の
が
見
え
る
。
こ
の
番
付
の
刊
行
年

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
掲
載
さ
れ
た
名
は
冠
岳
で
は
な
く
冠
翠
で
あ
り
、
こ
の
点
を
厳
密
に
適
用
す
る
な
ら

元
治
元
年
よ
り
も
前
に
作
成
さ
れ
た
番
付
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し 

「
現
故
」 

を
問
わ
ず
膨
大
な
人
名
を
載

せ
る
こ
の
番
付
の
編
著
者
が
果
た
し
て
冠
翠
の
冠
岳
へ
の
改
号
の
事
実
を
時
差
な
く
把
握
で
き
て
い
た
か
ど
う

か
。
掲
載
さ
れ
る
書
画
家
の
活
動
時
期
に
つ
い
て
未
だ
詳
し
く
検
討
し
て
は
い
な
い
が
、
東
京
が 

「
江
戸
」 

と

記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
幕
末
の
も
の
に
は
相
違
な
い
。
奥
原
晴
湖
の
名
が
見
当
た
ら
な
い
点
も
幕
末
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

沖
冠
嶺
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
て
は
、
子
孫
の
沖
氏
か
ら
御
教
示
を
得
た
。
な
お
、
各
地
の
国
公
立
図
書
館
の

蔵
書
検
索
等
に
よ
っ
て
見
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
冠
嶺
の
著
書
を
刊
行
年
の
順
に
挙
げ
て
お
く
。
明
治
六
年
、

『
訓
蒙
皇
國
史
略
』、 『
新
律
綱
領
字
引
』、 『
慈
父
の
を
し
へ
』。
明
治
七
年
、 『
繪
入
支
那
國
史
略
』、 『
十
八
史
略

譯
語
』、 『
支
那
地
誌
略
』。
明
治
八
年
、 『
慈
父
の
を
し
へ
』 

第
二
篇
、 『
十
八
史
略
譯
解
』。
明
治
十
一
年
、 『
掌

中
詩
韻
異
同
辨
』、 『
江
戸
夢
華
詩
』（
巻
之
上
に
大
沼
枕
山
の
名
勝
詩
、
巻
之
下
に
植
村
蘆
洲
の
節
物
詩
を
収

録
）、 『
皇
朝
百
家
論
文
抄
』。
明
治
十
二
年
、 『
新
撰
詩
語
活
用
』。
明
治
十
三
年
、 『
続
皇
朝
百
家
論
文
抄
』、
明

治
十
七
年
、 『
江
戸
繁
昌
詩
』（『
江
戸
夢
華
詩
』 

の
改
題
）。

『
皇
國
名
譽
書
画
人
名
録
』。
稻
村
量
平
編 『
奥
原
晴
湖
』（
一
九
二
九
年
七
月
十
日
、喫
茶
店
晴
湖
出
版
部
／
［
復

刻
版
］一
九
九
五
年
三
月
二
十
二
日
、
大
空
社
）、
一
五
〇
頁
。
こ
の
番
付
の
刊
行
年
に
つ
い
て
同
書
で
は 

「
明

治
十
二
年
の
發
行
に
て
原
圖
は
美
濃
判
大
な
り
」 

と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
に
図
版
と
し
て
掲
載
さ
れ
た

番
付
の
左
脇
を
よ
く
見
る
と 「
明
治
十
三
年
一
月
廿
八
日
出
版
御
届
」 

と
記
さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
。

『
書
畫
雅
集
』。
前
掲 『
江
戸
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
美
術
番
付
集
成
』、
九
四
頁
。

添
田
達
嶺 

『
半
古
と
楓
湖
』（
一
九
五
五
年
、
睦
月
社
）、
一
一
四
頁
、
一
五
六
頁
。
同
書
一
四
一
―

一
四
三
頁
に

は 

「
安
雅
堂
畫
塾
門
人
帳
」 

に
基
づ
く
門
人
一
覧
が
載
る
が
、
そ
こ
に
は
西
山
東
湖
の
名
は
見
え
な
い
。
東
湖

と
い
う
号
も
見
当
た
ら
な
い
が
、
西
山
姓
で
あ
れ
ば
初
期
の
門
人
と
し
て 「
西
山
清
我
」 

が
見
え
る
。

農
商
務
省
博
覧
会
掛
編 

『
農
商
務
省
博
覽
會
掛
版　

第
二
回
内
國
繪
畫
共
進
會　

出
品
人
畧
譜
』、
明
治
十
七

年 

（
一
八
八
四
） 

五
月
十
七
日
出
版
届
、
國
文
社
印
刷
発
売
。
東
京
文
化
財
研
究
所
編
纂 

『
近
代
日
本　

ア
ー

ト
・
カ
タ
ロ
グ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

０
０
４　

内
国
絵
画
共
進
会
』 

第
四
巻 

（
二
〇
〇
一
年
、
ゆ
ま
に
書
房
）、

一
八
七
頁
、
二
五
三
頁
。
な
お
、
原
文
に
は
句
読
点
が
な
い
が
、
引
用
に
際
し
て
読
点
を
補
っ
た
。

前
掲 

『
伊
予
の
画
人
』、
七
三
頁
。
た
だ
し
同
書
で
は
印
文
の
五
文
字
中
五
番
目
の
文
字 

「
婁
」 

が
読
ま
れ
て
い

な
い
。
な
お
、
本
稿
で
は 「
婁
」 

を
試
み
に 「
ち
ら
す
」 

と
訓
じ
る
。

諸
橋
轍
次 

『
大
漢
和
辞
典
』 

巻
五 

（
一
九
五
七
年
初
版
、
一
九
九
九
年
修
訂
第
二
版
第
五
刷
、
大
修
館
書
店
）、

三
〇
八
頁
の
語
彙 

「
描
畫
」 

の
項
目
に
、
用
例
と
し
て
、
鄭
玉
の
屏
山
樓
詩 

「
丹
靑
花
草
春
描
畫
、
水
墨
林
泉

秋
冩
成
」 

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

梶
岡
秀
一 

「
文
人
画
家
天
野
方
壺
履
歴
の
概
説
」、 『
愛
媛
県
美
術
館　

研
究
紀
要　

第
三
号
』（
二
〇
〇
四
年
）。

梶
岡
秀
一 

「
天
野
方
壺
印
章
に
つ
い
て
の
覚
書
―
角
田
家
旧
蔵
品
を
中
心
に
」、 『
愛
媛
県
美
術
館　

平
成
十
七

年
度
年
報
・
研
究
紀
要　

第
五
号
』（
二
〇
〇
六
年
）。

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
編 

『
明
治
美
術
再
見
Ⅱ
―
〔
日
本
画
〕の
黎
明　

明
治
十
年
代
―

二
十
年
代
』（
一
九
九
五

年
、
財
団
法
人
菊
葉
文
化
協
会
）、
図
一
。

半
井
梧
庵
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
の
今
村
賢
司
専
門
学
芸
員
か
ら
示
唆
を
得
た
。

前
掲 

『
つ
な
が
る
／
つ
な
げ
る　

愛
媛
ゆ
か
り
の
芸
術
家
た
ち
』 

図
版
目
録
、
一
一
頁
に
掲
載
し
た
図
版
十
六

の
作
品
。
個
人
蔵
。

東
武
美
術
館
、
大
津
市
歴
史
博
物
館
、
山
口
県
立
美
術
館
、
朝
日
新
聞
社
編 『
江
戸
が
生
ん
だ
世
界
の
絵
師 「
大

北
斎
展
」 
図
録
』（
一
九
九
三
年
、
朝
日
新
聞
社
）、
図
版
編
三
四
頁
の
図
版
五
〇
。
同
二
一
三
頁
に
は
版
本
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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落
款

文
人
名
鑑
類

畑
銀
雞
（
平
亭
銀
雞
）
著

『
書
畫
薈
粹
』
第
二
編　

地

《
月
梅
図
》

　

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
二
十
六
歳

《
櫻
花
群
猿
図
》

　

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
三
十
八
歳

平
亭
銀
雞
（
畑
銀
雞
）
著

『
現
存
雷
名
江
戸
文
人
壽
命
附
』
二
編

《
猛
虎
図
》

　

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
三
十
一
歳

《
竹
林
七
賢
図
》
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《
四
季
花
鳥
図
》

　

双
幅　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
十
五
歳

《
虎
之
図
》

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
十
五
歳

《
菊
池
武
光
像
》

《
動
物
図
屏
風
》

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
五
十
歳

《
旭
日
図
》

　

元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
四
十
九
歳


